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トキハ会館 ５階 ローズの間 
 



日時：令和２年１１月１７日（火）９時００分～

場所：トキハ会館　５階　ローズの間

１．開会の辞 9:00～

(1) 土木建築部長挨拶

(2) 委員長挨拶

２．対象事業説明 9:10～

(1) 事前 道路改築事業
国道２１２号
耶馬溪山国道路

道路建設課

(2) 再 道路改築事業 国道３８７号　豆生野拡幅 道路建設課

(3) 再 道路改築事業 国道３８７号　櫛野拡幅 道路建設課

(4) 再
竹田水害緊急治水ダム
建設事業

玉来ダム　玉来川 河川課

《休憩》　 10:30～

(5) 事前 広域河川改修事業 熊崎川 河川課

(6) 再 都市計画道路事業 南立石亀川線
都市・まちづくり

推進課

(7) 報告 港湾環境整備事業
佐伯港　大入島東地区

（非公開）
港湾課

《昼食休憩》　 11:40～

(8) 事前 経営体育成基盤整備事業 綱井地区 農村整備計画課

(9) 再 経営体育成基盤整備事業 奈狩江地区 農村基盤整備課

(10) 再 中山間地域総合整備事業 日出山香地区 農村基盤整備課

(11) 再 危険ため池緊急整備事業 北杵築地区 農村基盤整備課

３．閉会の辞

(1) 事務局長挨拶
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１．総括表

(1) 対象事業総括表 P0-1 ～

(2) 庁内判定会議対象事業総括表 P0-2 ～

(3) 箇所図 P0-3 ～

２．対象事業

　土木建築部

(1) 【事前】 道路改築事業
国道２１２号
耶馬溪山国道路

P1-1 ～

(2) 【再】 道路改築事業 国道３８７号　豆生野拡幅 P2-1 ～

(3) 【再】 道路改築事業 国道３８７号　櫛野拡幅 P3-1 ～

(4) 【再】
竹田水害緊急治水ダム
建設事業

玉来ダム P4-1 ～

(5) 【事前】 広域河川改修事業 熊崎川 P5-1 ～

(6) 【再】 都市計画道路事業 南立石亀川線 P6-1 ～

(7) 【報告】 港湾環境整備事業 佐伯港　大入島東地区(非公開） P7-1 ～

　農林水産部

(8) 【事前】 経営体育成基盤整備事業 綱井地区 P8-1 ～

(9) 【再】 経営体育成基盤整備事業 奈狩江地区 P9-1 ～

(10) 【再】 中山間地域総合整備事業 日出山香地区 P10-1 ～

(11) 【再】 危険ため池緊急整備事業 北杵築地区 P11-1 ～
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年　度 令和２
整理番号

事業主体 大分県

事  業  費

完成予定年

１年目　　測量、調査、設計

２年目　　測量、調査、設計

３年目　　測量、調査、設計、用地補償、道路工事

４年目　　調査、設計、用地補償、道路工事

５年目　　調査、設計、道路工事

６年目　　調査、設計、道路工事

７年目　　調査、設計、道路工事

８年目　　道路工事

９年目　　道路工事

１０年目  道路工事

　完成

事業の特殊性 ・河川内において橋梁下部工を施工する場合は、非出水期の施工となる

対応方針
・以上のとおり事業の必要性、事業手法・工法の妥当性が認められ、事業実施環境も整っている
　→本事業を実施

環境等への配慮
・大分県環境配慮推進要綱に基づき環境調査を実施し、環境の保全について適正な配慮を行っている
・トンネルが約6割を占め、地形改変による影響が小さい計画としている

事
業
実
施
環
境

事業の実効性
・地元説明会を開催し、事業への合意形成を図っている。（令和2年6月）
・地元主催によるWEBシンポジウム開催（令和2年9月）
・平成19年から毎年、中津日田間地域高規格道路促進期成会より要望あり

事業の成立性

・道路法第12条に基づき事業を実施
・「安心・活力・発展プラン2015」、「おおいた土木未来プラン2015」、「おおいたの道構想2015」において、広域交通ネッ
トワークの整備推進が位置づけられている
・道路局所管補助事務提要に規定された事業内容、採択基準の要件に適合

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

費用効果分析 ・費用便益比（B/C）＝1.9

工法の
妥当性

・道路法、河川法、道路構造令、道路橋示方書等に適合した工法を採用
・バイパス案2案、現道改良1案の比較を行い、現道の課題を解消し、最も投資効果の高いルートを選定

コスト縮減
・長大トンネル及び長大橋における幅員縮小（中央帯省略）
・アスファルト・コンクリート・砕石は再生資材を利用

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

・現道国道212号には、線形不良箇所（R＜150m、5箇所）及び縦断勾配不良箇所（i>5%）が存在
・災害（冠水、法面崩壊、落石）や積雪凍結による通行規制が多発しており、安全かつ円滑な交通が確保できていな
い
・通行止めが生じた場合、大きな迂回が必要
・物流ルートとして重要な路線であり、交通量も増加傾向
・当該区間の未整備により地域高規格道路の連続性が確保されていない

整備効果

・自動車産業をはじめとした地域産業を支える効率的な物流ネットワークの強化
・線形勾配不良及び冠水、落石、積雪凍結等の現道の課題解消による信頼性の高い道路ネットワークの形成
・新たな周遊ルートの形成による広域観光振興の支援
・地域高規格道路中津日田道路の未整備区間の解消

事
業
の
実
施
計
画

着手から10年（令和12年度）

事業段階毎の
実施計画

事業内容

【計画延長・幅員】　Ｌ＝8,500ｍ（バイパス）、Ｗ＝7.0(12.0)ｍ

【道路区分】　第1種第3級　　【設計速度】　Ｖ＝80km/h　　【計画交通量】9,400～11,700台/日（令和12年推計）　

【現況幅員・交通量】　Ｗ＝6.0（10.5）ｍ　　7,613～8,154台/日（平成27年道路交通センサス）

【重要構造物】トンネル7基（L=215m～2,300m）、橋梁9橋（L=20m～161m）

事
業
概
要

事業の目的 ・自動車専用道路の整備による走行環境の改善及び通行時間の短縮

Ｃ＝45,800百万円

　事　前　評　価　書

事業名・路線名等 道路改築事業　・　国道212号　耶馬溪山国道路
や ば け い や ま く に ど う ろ

所　在　地 中津市
な か つ

耶馬溪町
や ば け い

大字大島
おおしま

～中津市
なかつ

山国町
やまくに

守
もり

実
ざね

1-1
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 　道路改築事業　　一般国道212号　耶馬溪山国道路

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

道路建設費 完成2車線 42,260,000

投資期間 維持管理費 補助国道 3,327,000

R3～R62

（期間の内訳）

事業期間
R3～R12

維持管理期間
R13～R62 45,587,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

走行時間短縮便益 179,341,000

走行経費減少便益 16,103,000

測定期間 交通事故減少便益 8,238,000

R13～R62

（期間の内訳）

事業完了後
R13～R62

203,682,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 33,837,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 63,027,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

　　　・自動車産業をはじめとした地域産業を支える効率的な物流ネットワークの強化

　　　・新たな周遊ルートの形成による広域観光振興の支援

　　　・災害等に対して信頼性の高い道路ネットワークの形成（救援活動や救急医療活動の支援）

　　　・地域高規格道路中津日田道路の未整備区間の解消

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

                63,027,000    ／    33,837,000　＝　1.86　≒　1.9
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道
路

事
業

・
街

路
事

業
　

事
前

評
価

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
耶
馬
溪
山
国
道
路

必
須

優
先

整
備

が
必

要
な

主
た

る
理

由
現

状
の

課
題

か
ら

事
業

が
必

要
な

主
な

理
由

○

路
線

現
況

○

道
路

幾
何

構
造

○

緊
急

輸
送

道
路

、
啓

開
ル

ー
ト

の
状

況
○

集
落

の
孤

立
化

の
恐

れ
及

び
代

替
路

の
確

保
状

況
○

交
通

事
故

発
生

状
況

○

通
学

路
の

指
定

状
況

-

渋
滞

状
況

-

関
連

事
業

と
の

進
捗

調
整

等
関

連
事

業
の

進
捗

等
へ

の
影

響
-

防
災

・
減

災
対

策
に

係
る

効
果

○

交
通

安
全

対
策

に
係

る
効

果
○

都
市

空
間

整
備

に
係

る
効

果
-

ツ
ー

リ
ズ

ム
支

援
に

係
る

効
果

○

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

に
係

る
効

果
○

小
規

模
集

落
対

策
に

係
る

効
果

-

老
朽

化
対

策
に

係
る

効
果

等
そ

の
他

の
効

果
-

○
費

用
対

効
果
分

析
費

用
便

益
分

析
（

B
/
C
）

等
B
/
C
算

出
結

果
、

も
し

く
は

B
/
C
に

よ
る

評
価

を
行

わ
な

い
場

合
の

理
由

と
評

価
の

考
え

方
○

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

関
係

法
令

や
技

術
基

準
等

へ
の

適
合

状
況

○

複
数

案
の

検
討

事
業

効
果

及
び

経
済

性
に

お
け

る
複

数
案

の
検

討
状

況
○

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
具

体
的

施
策

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

の
導

入
○

地
域

材
、

建
設

副
産

物
の

有
効

利
用

地
域

材
の

有
効

活
用

、
地

域
内

発
生

の
建

設
副

産
物

の
使

用
○

自
然

環
境

へ
の

配
慮

周
辺

の
自

然
環

境
へ

の
影

響
と

負
荷

軽
減

対
策

○

周
辺

の
住

環
境

へ
の

配
慮

周
辺

の
住

環
境

の
状

況
と

負
荷

軽
減

対
策

○

景
観

へ
の

配
慮

周
辺

の
景

観
へ

の
配

慮
○

残
土

処
理

の
状

況
残

土
処

理
土

量
の

低
減

対
策

と
処

理
地

で
の

環
境

配
慮

○

文
化

財
の

保
護

文
化

財
等

の
調

査
及

び
保

護
○

地
元

要
望

、
協

力
体

制
要

望
書

等
の

提
出

状
況

、
期

成
会

等
の

地
元

組
織

状
況

○

市
町

村
の

協
力

体
制

市
町

村
に

よ
る

地
元

説
明

会
や

用
地

交
渉

へ
の

支
援

体
制

○

用
地

取
得

の
難

易
度

地
権

者
の

同
意

、
事

業
へ

の
理

解
の

状
況

○

法
令

等
に

基
づ

く
調

整
事

項
法

令
等

に
基

づ
く

調
整

事
項

○

都
市

計
画

-

お
お

い
た

の
道

構
想

２
０

１
５

○

地
域

防
災

計
画

・
地

域
強

靱
化

計
画

○

そ
の

他
（

交
安

法
指

定
道

路
、

長
寿

命
化

計
画

な
ど

）
○

事
業

実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
○

事
業

の
採

択
基

準
、

適
合

状
況

○

他
事

業
と

の
関

連
他

事
業

の
実

施
状

況
、

連
携

に
よ

る
効

果
、

進
捗

状
況

等
○

施
工

時
期

、
期

間
の

制
限

工
事

の
実

施
時

期
・

期
間

へ
の

制
限

○

技
術

的
難

易
度

技
術

面
か

ら
の

事
業

の
実

現
性

-

＊
評
価
項
目
（
小
項
目
の
細
別
）
は
対
象
事
業
の
内
容
に
よ
り
記
述
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

＊
「
該
当
及
び
適
否
」
の
欄
で
該
当
し
て
適
で
あ
れ
ば
「
○
」
、
該
当
す
る
が
不
適
で
あ
れ
ば
「
×
」
、
該
当
し
な
け
れ
ば
「
－
」
を
記
入
す
る
。

＊
「
該
当
及
び
適
否
」
の
欄
の
「
必
須
」
の
欄
が
「
○
」
で
な
け
れ
ば
採
択
は
不
可
と
す
る
。

該
当

及
び

適
否

自
然

公
園

法
、

文
化

財
保
護
法
、
河
川
法
、
砂
防
法
等
に
係
る
調
整

○
事

業
の

成
立
性

上
位

計
画

等
と

の
関

連

建
設

大
臣

（
現

国
土

交
通
大
臣
）
に
よ
り
地
域
高
規
格
道
路
に
指
定
（
H
6
.
1
2
）

事
業

の
根

拠
法

令
・

採
択

要
件

道
路

法
第

1
2
条

に
基

づ
き
事
業
を
実
施

道
路

局
所

管
補

助
事

務
提
要
に
規
定
さ
れ
た
事
業
内
容
、
採
択
基
準
の
要
件
に
適
合

大
分

県
環

境
配

慮
推

進
要
綱
に
基
づ
き
環
境
調
査
を
実
施
し
周
辺
環
境
に
配
慮
し
た
計
画
と
し
て
い
る

ト
ン

ネ
ル

が
6
割

を
占

め
、
地
形
改
変
に
よ
る
影
響
が
小
さ
い
計
画
と
し
て
い
る
、
植
生
は
在
来
種
を
主
と
し
て
用
い
る

○
整

備
効

果

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果

緊
急

輸
送

道
路

の
防

災
機
能
向
上

バ
イ

パ
ス

整
備

に
よ

り
現
道
の
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
を
確
保

道
路

線
形

不
良

及
び

路
面
凍
結
等
の
現
道
の
課
題
箇
所
を
バ
イ
パ
ス
に
よ
り
回
避
し
安
全
性
が
向
上

埋
蔵

文
化

財
調

査
を

行
い
、
関
係
機
関
と
協
議
の
う
え
文
化
財
の
保
護
を
図
る

名
勝

耶
馬

溪
に

つ
い

て
は
回
避
す
る
ル
ー
ト
を
選
定

事
業

実
施

環
境

○
事

業
の

実
効
性

Ｈ
1
9
年

か
ら

毎
年

、
中

津
日
田
間
地
域
高
規
格
道
路
促
進
期
成
会
よ
り
要
望
書
が
提
出
さ
れ
い
る

中
津

市
に

事
業

の
窓

口
が
あ
り
、
地
元
調
整
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
る

地
元

説
明

会
を

開
催

し
、
事
業
へ
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
る
（
R
2
.
6
～
R
2
.
7
）

中
津

日
田

道
路

で
3
工

区
（
三
光
本
耶
馬
渓
道
路
、
耶
馬
溪
道
路
、
日
田
山
国
道
路
）
で
事
業
中
で
あ
り
、
当
該
事
業
の
事
業
化

に
よ

り
地

域
高

規
格

道
路
中
津
日
田
道
路
の
未
整
備
区
間
が
解
消

○
事

業
の

特
殊
性

橋
梁

下
部

工
工

事
等

の
河
川
内
工
事
は
、
非
出
水
期
（
1
1
月
～
5
月
）
の
施
工
を
要
す

大
分

県
地

域
防

災
計

画
、
地
域
強
靱
化
計
画
・
同
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
あ
り

3
県

土
の

発
展

を
支

え
る
道
路
整
備
(
1
)
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

中
津

市
と

日
田

市
を

結
ぶ
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
よ
り
、
地
域
産
業
の
活
性
化
。
交
流
人
口
の
増
加

主
要

観
光

地
間

を
繋

ぐ
新
た
な
周
遊
ル
ー
ト
を
形
成
、
主
要
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
改
善

小
項
目
の
具
体
的
な
内
容
（
記
載
例
）

事
業

手
法

・
工

法
の

妥
当

性

B
/
C
＝

1
.
9

○
工

法
の

妥
当
性

道
路

法
、

道
路

構
造

令
、
道
路
橋
示
方
書
に
適
合
し
た
工
法
を
採
用

現
道

拡
幅

案
、

バ
イ

パ
ス
案
２
案
の
３
案
比
較
を
行
い
、
最
も
投
資
効
果
の
高
い
ル
ー
ト
を
選
定

○
コ

ス
ト

縮
減

長
大

ト
ン

ネ
ル

及
び

長
大
橋
に
つ
い
て
は
中
央
帯
を
省
略
し
、
コ
ス
ト
縮
減
を
図
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
砕

石
は
再
生
資
材
を
利
用

○
環

境
等

へ
の
配

慮

低
騒

音
、

低
振

動
型

の
建
設
機
械
を
使
用
す
る
、
騒
音
振
動
の
予
測
評
価
に
基
づ
き
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
行
う

土
工

（
法

面
）

部
の

植
生
を
行
い
、
防
護
柵
等
の
色
彩
を
調
整
し
周
辺
景
観
と
の
調
和
を
図
る

発
生

土
は

、
他

の
他

公
共
工
事
の
盛
土
材
に
流
用

大
項

目
中

項
目

小
項

目
小

項
目

の
細

別

緊
急

輸
送

道
路

1
次

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
最
優
先
計
画
ル
ー
ト
【
ス
テ
ッ
プ
１
/
自
動
車
専
用
道
路
】

事
業

の
必

要
性

○
必

要
性

・
緊
急

性
線

形
勾

配
不

良
が

存
在
、
ま
た
冠
水
・
法
面
崩
壊
等
で
交
通
規
制
が
多
発
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
が
確
保
で
き
て
い
な
い

緊
急

を
要

す
る

現
状

の
課

題

平
日

交
通

量
8
,
1
5
4
台

/
日
（
H
2
7
セ
ン
サ
ス
）
、
歩
行
者
通
行
量
2
4
人
/
1
2
h
（
H
1
7
セ
ン
サ
ス
）

道
路

幅
員

6
.
0
（

1
0
.
5
）

ｍ
曲

線
半

径
1
2
0
ｍ

（
基

準
Ｒ
≧
1
5
0
ｍ
）
、
縦
断
勾
配
6
.
6
％
（
基
準
ｉ
≦
5
.
0
％
）

死
傷

事
故

が
6
5
件

/
1
0
年
発
生
、
事
故
率
が
0
.
6
9
件
/
年
・
k
m
（
県
管
理
路
線
平
均
0
.
6
6
件
/
年
・
k
m
）
（
Ｈ
2
1
～
Ｈ
3
0
）

迂
回

が
必

要
な

場
合

は
、
大
型
車
は
、
国
道
1
0
号
、
国
道
3
8
7
号
、
国
道
2
1
0
号
を
通
行
し
、
約
4
0
k
m
5
0
分
の
迂
回
が
必
要
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様式２－１

道路改築事業 ・ 一般国道３８７号　豆生野拡幅

日田市上津江町川原

事業採択年度 採択年度： 平成24年度 着工年度： 令和2年度

事業実施予定期間 当初：　平成25年度～平成30年度 変更：　平成25年度～令和8年度

計画概要 【延長・幅員】Ｌ＝1,720ｍ、Ｗ＝5.5（7.0）ｍ　　　　　

【道路区分】第3種第4級　【設計速度】V=40km/h　【計画交通量】1,600台/日（令和12年）

【重要構造物】橋梁　2橋（Ｌ＝21m、49m）

計画期間

延長

幅員

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

道路工 1,519ｍ 1,069 1,650ｍ 1,311 1,650ｍ 1,311

橋梁工 21ｍ 102 70ｍ 578 70ｍ 578

用地補償費 1式 127 1式 111 1式 111

計 1,298 2,000 2,000

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（変更） 2,000 　単位：百万円

平成26年度まで 144 144 　測量・調査・設計 7%

平成27年度 20 164 　測量・調査・設計 8%

平成28年度 55 219 　測量・調査・設計 11%

平成29年度 30 249 　用地買収 12%

平成30年度 55 304 　用地買収 15%

令和元年度 160 464 　道路工、用地買収 23%

令和2年度 131 595 　道路工、用地買収 30% 再評価

令和3年度 310 906 　道路工、用地買収 45%

令和4年度 301 1,207 　道路工、橋梁工 60%

令和5年度以降 793 2,000 　道路工、橋梁工 100%

事業名・路線河川港地区名等

所在地・工区名

未着工・未完了の理由 用地測量及び保安林解除手続きに時間を要したため。

再評価基準

事業期間の延長は、用地測量及び保安林解除手続きに時間を要したため。

全
体
事
業
概
要

再評価後５年経過

事業の目的
現道拡幅により、幅員狭小箇所ならびに線形不良箇所を解消し走行環境の改善を図るとともに、交流機能の
強化による観光・林業等地域産業の支援を図る。

平成25年度～令和8年度

1,720ｍ

再評価書

5.5（7.0）ｍ 5.5（7.0）ｍ 5.5（7.0）ｍ

第１回変更（平成27年度） 第２回変更（令和2年度）

平成25年度～平成30年度

事
業
の
概
要

事
業
費
の
推
移

・令和元年度末の事業進捗率は約23％（事業費ベース）、用地進捗率は約57％（面積ベース）である。

工　　　種

当初計画（平成24年度）

平成25年度～令和5年度

1,540ｍ 1,720ｍ

事業進捗の状況
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 　道路改築事業　　一般国道387号　豆生野拡幅

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

道路建設費 完成2車線 1,937,000 (残事業　1,349,000)

投資期間 維持管理費 補助国道 676,000 (残事業　676,000)

H25～R58

（期間の内訳）

事業期間
H25～R8

維持管理期間 (残事業　2,025,000)
R9～R58 2,613,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

走行時間短縮便益 4,771,000 (残事業　4,771,000)

測定期間 走行経費減少便益 365,000 (残事業　365,000)

R9～R58 交通事故減少便益 4,000 (残事業　4,000)

（期間の内訳）

事業完了後
R9～R58

(残事業　5,140,000)

5,140,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 2,093,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 1,851,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

・ 日田市と熊本市を結ぶ幹線道路であるが、線形不良、幅員狭小区間の解消により

走行性・安全性が向上するだけでなく、日田の林業、観光等産業活動の支援、緊急輸送

時間の短縮等の効果が期待できる。

・ 本事業区間が、災害・事故等により通行不能となった場合、３０．５ｋｍの迂回が必要

となる。道路構造の安全性を高めることにより、林業・観光産業への影響もさることながら

本事業区間より熊本県側で生活する川原集落の生活への影響を未然に防ぐ効果が

期待できる。

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

                1,851,000    ／    2,093,000　＝　0.88　≒　0.9
    残事業　1,851,000    ／    1,433,000　＝　1.29　≒　1.3
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再評価書
様式２－１

道路改築事業 ・ 一般国道387号　櫛野拡幅

宇佐市院内町櫛野　～　宇佐市院内町二日市

事業採択後、長期間が経過し、なお継続中の事業

事業採択年度 採択年度： 平成25年度 着工年度： 平成29年度

事業実施予定期間 当初：　平成26年度　～　令和2年度 変更：　平成26年度　～　令和7年度

計画概要 【延長・幅員】L=1,500m　W=6.5（10.25)m

【道路区分】第3種第2級　　【設計速度】 V=50km/h　　【計画交通量】 5,100～9,000台/日（令和12年）

【重要構造物】なし

計画期間

延長

幅員

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

道路工 1,500m 350 1,500m 450

用地補償費 1式 540 1式 660

測試等 1式 40 1式 40

計 930 1,150

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（変更） 1,150 単位：百万円

平成26年度 33 33 2.9%

平成27年度 23 56 4.9%

平成28年度 116 172 15.0%

平成29年度 208 380 33.0%

平成30年度 85 465 40.4%

令和元年度 94 559 48.6%

令和2年度 90 649 56.4% 再評価

令和3年度 100 749 65.1%

令和4年度 100 849 73.8%

令和5年度以降 301 1,150 100.0%用地買収、道路工事

・事業期間の延長は、用地取得難航によるもの。

用地買収、道路工事

用地買収、道路工事

用地買収、道路工事

用地買収

全
体
事
業
概
要

事業名・路線河川港地区名等

所在地・工区名

事業の目的
・車道の拡幅による走行環境の改善
・歩道整備による、歩行者等の交通安全性の向上

再評価基準

未着工・未完了の理由 用地取得に時間を要しているため。

当初計画（平成25年度） 第1回変更（令和2年度）

平成26年度～令和2年度

L=1,500m L=1,500m

平成26年度～令和7年度

用地買収

事
業
の
概
要

事
業
費
の
推
移

W=6.5(10.25)m W=6.5(10.25)m

事業進捗の状況
・令和元年度末の事業進捗率は約49％（事業費ベース）であり、用地取得率は約61％（面積ベース）である。

工　　　種

測量・調査・設計

測量・調査・設計、用地買収

用地買収、道路工事

用地買収、道路工事
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再評価書
様式２－２

費用便益の分析

事
業
環
境
の
変
化

道路利用状況の変化
（社会・経済情勢の変化）

地元情勢の変化

・平成27年3月に、東九州自動車道の大分県内が全線開通。
・平成29年3月に、東九州自動車道の椎田南IC～豊前ICが開通し、大分県と北九州方面が高速道路で直
結。
・平成30年度末に終点側の一部区間(延長376m)が開通。
・令和元年度末に終点側の一部区間(延長200m)が開通。
・令和2年度末に終点側の一部区間(延長60m)が開通見込み。
・交通量：平成25年度事前評価（交通量調査：自動車類10,550台/日，歩行者・自転車13人/12h）
　　　　　　令和2年度再評価（交通量調査：自動車類10,716台/日，歩行者・自転車8人/12h）
・国道212号の被災・通行止（平成24年7月，平成29年7月九州北部豪雨）、国道210号・大分道の被災・通行
止（令和2年7月九州豪雨）において、並行する国道387号が代替機能を果たし、重要性が高まっている。

・地元及び沿線自治体から継続して要望を受けており、計画に対する地域の同意も得ている。
 【要望書の受理状況（前回再評価以降）】
　宇佐市（令和2年度）

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

費
用
便
益
分
析

費用便益比（B/C)
事業採択時 今回再評価時

前回：総費用C=09.3億円、総便益B=13.6億円　⇒　B/C=1.5
今回：総費用C=13.6億円、総便益B=17.5億円　⇒　B/C=1.3

・総費用の増は、事業費の増及び事業期間の延期に伴うものであり、総便益の増は、最新の交通量推計結
果を用いたことによるものである。

コスト縮減
・各種構造物に関して工法比較を行い、最も低廉な工法を採用している。
・コンクリート・砕石は再生資材を利用

環境等への配慮

・大規模な土地の改変はなく、低騒音低振動の施工機械を採用し、振動騒音対策を実施。
・発生土については可能な限り現場内流用し、余剰土については他の公共工事に有効活用するなど自然
環境負荷の軽減に努める。
・埋蔵文化財調査を行い、関係機関と協議のうえ文化財の保護を図る。

工法の妥当性
・道路構造については道路構造令を満足するものとなっている。
・複数のルートを比較検討した結果、最も地形改変量の少なく、経済的な案を採用。

1.5 1.3

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

・本路線は、平日交通量が10,716台/日と多いにもかかわらず、車道部は全幅5.5m程度で、第3種第2級の
必要幅員6.5mが確保されておらず、大型車の離合に支障が生じている。
・歩道が未整備で路肩も狭いため、歩行者等の安全が確保されていない。
・死傷事故が9件/10年発生している（うち死亡事故2件）。

整備効果

1)交通事故対策
　最小幅員W=5.5mを解消し、走行環境の改善するとともに、歩道W=2.5mを設置することで、走行安全性の
向上を図る。
2)防災対策
　緊急輸送道路（1次ネットワーク）の整備による防災機能向上
3)広域ネットワークの整備
　宇佐市中心部と玖珠町を結ぶ広域ネットワークの整備による交流人口の増加
4)地域ネットワークの整備
　日常生活圏中心都市と旧市町村を連絡する道路の整備(宇佐市⇔旧院内町・旧安心院町)
　救急医療・消防のアクセス向上(旧院内町・旧安心院町⇔2次救急佐藤第一病院)
　旅行速度が34.5㎞/hから50㎞/hへ改善
　幹線道路へのアクセス向上(国道10号、国道500号、山香院内線)
　生産物輸送の向上(事業区間の北側沿線に産業拠点が分布しており、材料の搬入、製造品の搬出等の
主要ルート)
　　※下拝田工業団地、香下工業団地等→玖珠町（玖珠IC）、熊本方面
5)ツーリズムの振興
　観光地へのアクセス向上(宇佐神宮、岳切渓谷)

事
業
実
施
環
境

事業の実効性

・用地取得の遅れが生じてはいるが、地権者も含めた関係住民と共に、意見交換会を開催しており、地権
者や地元住民からは概ね事業への同意をいただいている。
・地元より要望書が提出されており、地元の事業への期待は大きい。
・宇佐市に事業の地元窓口があり、地元調整を積極的に図っている。

事業の成立性

・道路法第12条に基づき事業を実施。
・「おおいた土木未来プラン2015」、「おおいたの道構想2015」において、地域ネットワークの整備として事業
  推進が位置づけられている。
・社会資本整備総合交付金事業の採択基準に基づき事業を実施。

事業の特殊性
土地の改変の少ない現道拡幅を基本としており、特殊な工法は採用しておらず、また施工条件等に特殊な
制約もない。

対
応
方
針

対応方針案 継続

理由
・本区間は線形不良（平面、縦断）、幅員狭小、歩道不備等による安全性、物流円滑化、緊急輸送機能に課
題があり、地元要望も強く協力体制が整っていることから、事業継続としたい。

3-2



事
　

業
　

箇
　

所
　

位
　

置
　

図

福 岡 県

資
料

：
「
企

業
立

地
の

ご
案

内
(ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯﾄ

)」
(R

2.
5大

分
県

企
業

立
地

推
進

課
)

「
企

業
誘

致
基

本
計

画
」(

H
2
2.

4
宇

佐
市

)

H
2
7
道

路
交

通
セ

ン
サ

ス
箇

所
別

基
本

表

一
般

国
道

3
8
7
号

櫛
野

拡
幅

L
=
1
,5

0
0
m

福
岡
県

熊
本
県

宮
崎
県

3-3



様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 　道路改築事業　　一般国道387号　櫛野拡幅

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

道路建設費 完成2車線 1,131,000 (残事業　490,000)

投資期間 維持管理費 補助国道 564,000 (残事業　564,000)

H26～R53

（期間の内訳）

事業期間
H26～R7

維持管理期間 (残事業　1,055,000)
R4～R53 1,695,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

走行時間短縮便益 3,909,000 (残事業　3,909,000)

走行経費減少便益 309,000 (残事業　309,000)

測定期間 交通事故減少便益 12,000 (残事業　12,000)

R4～R53

（期間の内訳）

部分供用後
R4～R7

事業完了後
R8～R53 (残事業　4,230,000)

4,230,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 1,360,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計　(残事業　654,000)

総便益額 (B) 1,748,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計　(残事業　1,748,000)

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

・緊急輸送道路の整備による防災機能向上

・宇佐市中心部と玖珠町を結ぶ広域ネットワークの整備による交流人口の増加

・観光地へのアクセス強化に伴うツーリズム振興

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

                1,748,000    ／    1,360,000　＝　1.29　≒　1.3
    残事業　1,748,000    ／       654,000　＝　2.67　≒　2.7
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部
小

学
校
)
（
変
更
な
し

）
渋
滞
状
況

□
□

－
関

連
事

業
と

の
進

捗
調

整
等

関
連
事
業
の
進
捗
等
へ
の
影
響

□
□

－
防
災
・
減
災
対
策
に
係
る
効
果

■
■

緊
急
輸
送
道
路
（
１

次
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

の
防

災
機

能
向

上
（

変
更

な
し

）

交
通
安
全
対
策
に
係
る
効
果

■
■

車
道
の
拡
幅
に
よ
る

走
行

環
境

の
改

善
。

歩
道

整
備

に
よ

る
歩

行
者

等
の

交
通

安
全

性
の

向
上

（
変

更
な

し
）

都
市
空
間
整
備
に
係
る
効
果

□
□

－
ツ
ー
リ
ズ
ム
支
援
に
係
る
効
果

■
■

宇
佐
神
宮
*
や
岳
切

渓
谷

*
*
等

の
観

光
地

へ
の

ア
ク

セ
ス

向
上

（
変

更
な

し
）

*
国
宝
，
重
要
文
化

財
(
国

指
定

)
，

史
跡

(
国

指
定

)
，

天
然

記
念

物
(
国

指
定

)
　

　
*
*
耶

馬
日

田
英

彦
山

国
定

公
園

内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
に
係
る
効
果

■
■

宇
佐
市
と
玖
珠
町
や

小
国

町
（

熊
本

県
）

を
結

ぶ
広

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

に
よ

り
交

流
人

口
の

増
加

。
旅

行
速

度
が

3
4
.
5
k
m
/
h
か
ら
5
0
k
m
/
h
へ

改
善

。
（

変
更

な
し

）
小
規
模
集
落
対
策
に
係
る
効
果

■
■

路
線
の
整
備
に
よ
り

、
速

や
か

な
保

健
・

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
（

変
更

な
し

）

老
朽
化
対
策
に
係
る
効
果
等
そ
の
他
の
効
果

－
－

－

○
費
用
対
効
果
分

析
費

用
便

益
分

析
（

B
/
C
）

等
B
/
C
算
出
結
果
、
も
し
く
は
B
/
C
に
よ
る
評
価
を
行
わ
な

い
場
合
の
理
由
と
評
価
の
考
え
方

■
■

前
回
：
B
/
C
=
1
.
5

今
回
：
B
/
C
=
1
.
3
　
計

画
交

通
量

、
便

益
、

事
業

費
の

変
動

に
よ

る
関

係
法

令
・

技
術

基
準

等
と

の
適

合
関
係
法
令
や
技
術
基
準
等
へ
の
適
合
状
況

■
■

道
路
法
、
道
路
構
造

令
等

に
適

合
し

た
工

法
を

採
用

（
変

更
な

し
）

複
数

案
の

検
討

事
業
効
果
及
び
経
済
性
に
お
け
る
複
数
案
の
検
討
状
況

■
■

複
数
の
ル
ー
ト
を
比

較
検

討
し

た
結

果
、

最
も

地
形

改
変

量
の

少
な

く
、

経
済

的
な

案
を

採
用

。
（

変
更

な
し

）
コ

ス
ト

縮
減

に
向

け
た

具
体

的
施

策
コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
工
種
・
工
法
の
導
入

■
■

拡
幅
方
向
に
関
し
て

工
法

比
較

（
盛

土
・

張
出

構
造

，
切

土
・

法
面

）
を

行
い

、
最

も
低

廉
な

工
法

を
選

定
（

変
更

な
し
）

地
域

材
、

建
設

副
産

物
の

有
効

利
用

地
域

材
の

有
効

活
用

、
地

域
内

発
生

の
建

設
副

産
物

の
使

用
■

■
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
砕

石
は

再
生

資
材

を
利

用
（

変
更

な
し

）
自

然
環

境
へ

の
配

慮
周
辺
の
自
然
環
境
へ
の
影
響
と
負
担
軽
減
対
策

■
■

大
規
模
な
土
地
の
改

変
な

し
（

変
更

な
し

）
周

辺
の

住
環

境
へ

の
配

慮
周
辺
の
住
環
境
の
状
況
と
負
荷
軽
減
対
策

■
■

低
騒
音
、
低
振
動
型

の
建

設
機

械
を

使
用

す
る

（
変

更
な

し
）

法
面
の
植
生
に
は
在

来
種

を
採

用
す

る
景

観
へ

の
配

慮
周
辺
の
景
観
へ
の
配
慮

■
■

法
面
部
は
植
生
を
行

い
周

辺
景

観
と

の
調

和
を

図
る

（
変

更
な

し
）

残
土

処
理

の
状

況
残
土
処
理
土
量
の
低
減
対
策
と
処
理
地
で
の
環
境
配
慮

■
■

発
生
土
量
約
2
5
0
0
m
3
は

、
市

内
の

他
公

共
工

事
の

盛
土

材
に

流
用

予
定

（
変

更
な

し
）

文
化

財
の

保
護

文
化
財
等
の
調
査
及
び
保
護

■
■

埋
蔵
文
化
財
調
査
を

行
い

、
関

係
機

関
と

協
議

の
う

え
文

化
財

の
保

護
を

図
る

（
変

更
な

し
）

地
元

要
望

、
協

力
体

制
要
望
書
等
の
提
出
状
況
、
期
成
会
等
の
地
元
組
織
状
況

■
■

事
前
評
価
時
に
要
望

書
４

件
（

H
2
5
.
1
1
宇

佐
市

院
内

町
二

日
市

自
治

区
、

ほ
か

）
、

市
政

相
談

カ
ー

ド
１

件
の

提
出

あ
り
。
そ
の
後
継
続
し

て
（

年
一

）
、

宇
佐

市
よ

り
要

望
書

の
提

出
あ

り
。

（
変

更
な

し
）

市
町

村
の

協
力

体
制

市
町

村
に

よ
る

地
元

説
明

会
や

用
地

交
渉

へ
の

支
援

体
制

■
■

宇
佐
市
に
事
業
の
地

元
窓

口
が

あ
り

、
地

元
調

整
を

積
極

的
に

図
っ

て
い

る
（

変
更

な
し

）
用

地
取

得
の

難
易

度
地
権
者
の
同
意
、
事
業
へ
の
理
解
の
状
況

■
■

地
権
者
も
含
め
た
関

係
住

民
と

共
に

、
意

見
交

換
会

を
開

催
し

て
い

る
（

変
更

な
し

）
法

令
等

に
基

づ
く

調
整

事
項

法
令
等
に
基
づ
く
調
整
事
項

■
■

文
化
財
保
護
法
、
土

壌
汚

染
対

策
等

に
係

る
調

整
事

項
（

変
更

な
し

）
都
市
計
画

□
□

－
お
お
い
た
の
道
構
想
２
０
１
５

■
■

３
．
県
土
の
発
展
を

支
え

る
道

路
整

備
　

　
　

(
2
)
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

地
域
防
災
計
画
・
地
域
強
靱
化
計
画

■
■

大
分
県
地
域
強
靱
化

計
画

（
地

域
強

靭
化

の
推

進
方

針
）

：
(
5
)
交

通
・

物
流

・
国

道
の

整
備

促
進

櫛
野
地
区
か
ら
院
内

北
部

小
学

校
避

難
所

、
二

日
市

地
区

か
ら

院
内

中
学

校
避

難
所

ま
で

の
ル

ー
ト

そ
の
他
（
交
安
法
指
定
道
路
、
長
寿
命
化
計
画
な
ど
）

■
■

交
通
安
全
指
定
道
路

３
号

基
準

該
当

区
間

（
付

近
に

院
内

北
部

小
学

校
が

あ
る

）
（

変
更

な
し

）
事
業
実
施
に
係
る
根
拠
法
令
（
条
項
）

■
■

道
路
法
第
1
2
条
に
基
づ

き
事

業
を

実
施

（
変

更
な

し
）

事
業
の
採
択
基
準
、
適
合
状
況

■
■

社
会
資
本
整
備
総
合

交
付

金
交

付
要

綱
に

規
定

さ
れ

た
事

業
内

容
、

採
択

基
準

の
要

件
に

適
合

（
変

更
な

し
）

他
事

業
と

の
関

連
他

事
業

の
実

施
状

況
、

連
携

に
よ

る
効

果
、

進
捗

状
況

等
□

□
－

施
工

時
期

、
期

間
の

制
限

工
事
の
実
施
時
期
・
期
間
へ
の
制
限

□
□

－
技

術
的

難
易

度
技
術
面
か
ら
の
事
業
の
実
現
性

□
□

－

＊
評
価
項
目
（
小
項
目
細
別
）
は
対
象
事
業
の
内
容
に
よ
り
記
述
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

＊
該
当
あ
り
項
目
は
■
、
該
当
な
し
項
目
は
□
で
記
載
。

事
業

実
施
環
境

○
事
業
の
実
効
性

事
業
の

必
要
性

○
必
要
性
・
緊
急

性

緊
急

を
要

す
る

現
状

の
課

題

事
業
手
法

・
工
法
の

妥
当
性

○
工
法
の
妥
当
性

○
事
業
の
特
殊
性

○
事
業
の
成
立
性

上
位

計
画

等
と

の
関

連

事
業

の
根

拠
法

令
・

採
択

要
件

○
環
境
等
へ
の
配

慮

大
項
目

中
項
目

小
項

目
小
項
目
の
細
別

前
回

今
回

状
況

（
前

回
評

価
か

ら
の

変
化

点
及

び
現

状
）

○
コ
ス
ト
縮
減

○
整
備
効
果

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果

3-5



様式２－１

再評価後5年未完成

事業採択年度 平成３年度 着工年度： 平成２５年度

事業実施予定期間 当初：　　　平成３年度～平成２０年代半ば 変更：　　　平成３年度～令和４年度

計画概要 ・ダム形式　重力式コンクリートダム（流水型）

　　・堤高Ｈ＝52ｍ　・堤頂長Ｌ＝145ｍ

　　・堤体積Ｖ＝183千ｍ3

計画期間

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

工事費 １式 11,015 １式 17,658 １式 23,675

用補･補工 １式 1,610 １式 537 １式 766

測量・試験費等 １式 4,675 １式 5,805 １式 6,559

計 17,300 24,000 31,000

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体 31,000 　単位：百万円

H27年度まで 6,229 6,229 測量、設計 用補、工事 20.1

H28 1,180 7,409 設計、用補 工事 23.9

H29 1,980 9,389 設計、用補 工事 30.3

H30 3,410 12,799 設計、用補 工事 41.3

R01 4,493 17,292 設計、用補 工事 55.8

R02 3,618 20,910 設計、用補 工事 67.5

R03 5,045 25,955 設計、用補 工事 83.7

R04 5,045 31,000 設計 工事 100.0

再評価書

事
業
の
概
要

事業名・路線河川港地区名等   竹田水害緊急治水ダム建設事業　・　玉来ダム(玉来川)

所在地・工区名 　大分県竹田市大字川床・志土知

事業の目的

　玉来川上流にダムを建設し、洪水時の流水を一時貯留し洪水調整を行うことにより、ダム下流域の沿川住
民の生命・財産を守るとともに、民生安定を図ることを目的とする。

再評価基準

未着工・未完了の理由

事
業
費
の
推
移

事業進捗の状況 ・平成29年本体工事に着手し、現在主にダム本体コンクリート打設を進めながら、環境調査等を実施してい
る。
　　＊令和元年度末の事業費換算進捗率＝56％

工　　　種

・ダム建設地は阿蘇火砕流地帯であり多種多様な地質が分布しており、調査や工法の検討に多くの時間を
  要した。
・基礎掘削において、岩盤が想定と異なる状態であったため対応を要したが、計画どおり令和４年度に事業
　完了できる見込みである。

全
体
事
業
概
要

全体事業費の増【２４０億円→３１０億円】
　前回計画（H27）等は設計段階での事業費算出であり、これまでの物価変動や玉来ダム本体工事着手後
（H29）に発生した複雑な地質等への対応に伴う事業費変更を行う。
　①物価上昇等に伴う変更（物価上昇、消費税等）
　②施工条件の見直しによる変更
　　　・最新の水理地質の把握及び解析等に基づく止水対策工の変更
　　　・掘削後に判明した亀裂により強度不足となる基礎岩盤への対応　　　　等

当初計画 前回計画(H27) 今回計画(R02)

H3～H20年代半ば H3～R4 H3～R4
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様式２－２

費用便益の分析

事
業
実
施
環
境

事業の成立性

◆事業の成立性については下記のとおりであり、前回評価時から変更はない。

・上位計画「安心・活力・発展プラン２０１５」「おおいた土木未来プラン２０１５」に基づき実施している。
・河川法による「大野川上流圏域河川整備計画」「ダム工事に関する全体計画」に基づき実施している。
・ダム建設と合わせて計画された河川改修については事業完了済み。（平成９年）

対
応
方
針

対応方針案 ・継続

理由

　平成22年9月28日国土交通大臣によるダム検証に係る検討要請を受け、平成23年10月27日に国土交通
省より「継続」の決定方針がなされた。その後事業推進をしている最中、平成２４年水害にて再度甚大な被害
が生じた。
　このため地元などからのダム事業に対する期待は大きく、現在はダム本体建設工事（H29）に着手し、コン
クリートの打設を進めており、事業進捗は順調である。
　物価上昇や複雑な地質への対応等により事業費は増額になっているものの、激甚化する豪雨等に備え、
「事業継続」とする。

事業の実効性

◆事業の実行性については下記のとおりであり、前回評価時から変更はない。

・H25.12補償基準妥結から用地買収を実施し、地元の協力もあり事業進捗への影響はない。
　（全体：約99％、本体工関連部：約100%　※R01年度末現在）
・工事区間内に法令による規制は無い。環境影響評価法等の対象規模ではないが影響予測を
　行い保全処置等を実施している

事業の特殊性

◆事業の特殊性については下記のとおりであり、前回評価時から変更はない。

・フクロウの生息地域であるため、最も影響に過敏となる繁殖期（3月～6月）の夜間工事を
  避けるなど、工事工程の調整等に努めている。
・ダムの基礎岩盤になる火砕流堆積物は強度や遮水性に課題があるが、造成アバットメントや貯水池
　カーテングラウチング等の採用により適応している。

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

◆必要性、緊急性については下記のとおりであり、前回評価時からの変更はない。

・必要性
　平成２年７月洪水の同規模降雨に対して、竹田市民の安全・安心を守る。
・緊急性
　平成２４年７月に再度災害が発生したことからも、ダム建設の緊急性は非常に高い。

整備効果

◆整備効果については下記のとおりであり、前回評価時から変更はない。

ダムにより水害リスクが減少し下記のような整備効果が期待される。
・自然災害の減少
　竹田市街地等ダム下流の浸水被害（床上331戸、床下69戸）が減少することにより、沿川住民の
　生命や財産が保全されるとともに、護岸崩壊や道路損壊等の公共施設災害が減少する。
・公共サービスの向上
　沿川のグランツ竹田、医師会病院、商業施設等の水害リスクが減少することにより、生活や利便性
　等の向上が図られる。
・生産の拡大
　ダム下流域沿川の農地等３２４haの浸水被害を軽減 し、農業生産基盤の安定が図られる。
　道路、鉄道等の浸水被害が減少し、安定的な物流が確保される。

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

費
用
便
益
分
析

費用便益比（B/C)

Ｈ３　事業採択時 H２７　再評価時

・費用便益費（B/C）は５．４であり、事業の効果は大きい。

コスト縮減

・副ダム越流部のステンレスライニングについて、模型実験や他ダムの事例を参考に超高強度補強繊維
　コンクリートパネルへ変更することによりコスト縮減を図った。
・貯水池止水対策工のカーテングラウチング工ついて、詳細な地質把握に伴う止水ラインの変更により、
　ボーリング延長やグラウチングトンネル延長の減によるコスト縮減が図られた。

環境等への配慮

◆環境等への配慮については下記のとおりであり、前回評価時から変更はない。
　
・重要な動植物（ﾌｸﾛｳ・ｸﾏﾀｶ・ﾄﾉｻﾏｶｴﾙ・ﾐﾔﾏｺﾅｽﾋﾞ等）の変化に対し、移植やモニタリングを実施し監視に
  努めている。
・工事にあたっては、騒音・振動・地盤沈下等を極力発生させない工法で実施する。
・石積等極力周辺の景観に配慮した工法検討を行っている。（山林の保全など）
・残土は事業地内での流用に努めるとともに、ほ場整備事業と連携することにより有効活用に努めている。

工法の妥当性

・適用法令は河川法、技術基準は河川管理施設等構造令であり、適合した工法を採用している。
・複数案検討した結果、最適案の現計画を採用している。
（工法比較）
・貯水池止水対策工において、堤体基礎掘削の結果、当初想定より亀裂が多く、グラウチングの試験施工
　を実施したところ、カーテングラウチングの施工が不可能であることが判明したため、工法について再検
　討した結果、カーテングラウチングと補助止水対策工を組み合わせた工法を採用することにより、表面遮
　水工と比較し大幅なコスト縮減を図ることができた。

今回　再評価時

- 8.4 5.4

再評価書

事
業
環
境
の
変
化

社会状況の変化

◆社会状況については下記のとおりであり、前回評価時からの変更はない。

・水害リスクの減少による生活・生産基盤の安定化により、約３０年間で３度も（S57、H2、H24）大水害を
　経験した竹田市民に精神面での安全・安心を与え、地域社会の安定化、地域文化の振興が期待される。
・ダム検証により２年間の事業中断後に被災し、ダムの必要性が再認識された。

地元情勢の変化

◆地元情勢については下記のとおりであり、前回評価時からの変更はない。

・平成１５年に玉来ダム対策委員会が設立（H23年度に玉来ダム対策協議会に改名）されてからは、国、
　県等に要望がなされており地元の熱意が感じられる。
・ダム早期完成を求める竹田市民の１万１千人の署名（H24.10)など地元や竹田市からの要望も強く、
　事業実施への理解、協力は得られている。

4-2



事
　

業
　

箇
　

所
　

位
　

置
　

図 玉
来
ダ
ム

4-3



様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 竹田水害緊急治水ダム建設事業　・　玉来ダム

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費

河川改修費 4,460,000

投資期間 維持管理費 2,885,000

H3～Ｒ54 ダム建設費 28,536,000

35,881,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

家屋被害額 126,390,000 治水合計：315,404,000千円

家庭用品被害額 27,412,000

測定期間 事業所償却被害額 5,508,000

H3～Ｒ54 事業所在庫被害額 3,318,000

農漁家償却被害額 1,238,000

農漁家在庫被害額 662,000

公共土木施設等被害額 133,196,000

農作物被害額 760,000

間接被害額(営業停止、家庭事務所応急対策) 16,920,000

残存価値 24,253,000

339,657,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 49,300,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 267,734,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

　○費用便益算定に当たっての考え方（ダム事業に河川改修事業を含める理由）

　　・昭和５７年の水害を受け昭和５９年度より着工し、河川改修を始めた。改修中の平成２年に再度

　　　大水害が発生し、翌年の平成３年度に河川改修済み断面を考慮し過不足分の流量分をダム計

　　　画として国に採択され、当事業はダム＋河川改修にて治水対策を行うよう計画し総費用として河

　　　川改修費用を含めたものとなっている。なお、昭和５９年度～平成２年度までの費用便益は計上

　　　していない。

　○貨幣価値換算して便益額を算出した項目

　　・年平均被害額については、整備目標としている８０年に１回の洪水のみならず、５年・１０年・２０年・

　　　３０年・５０年に１回の割合で発生する洪水に対して発生回数を設定し便益を算定している。

　○事業実施に当たっての地元の状況等

　　・平成２２年９月に国土交通大臣からの要請によりダム検証を実施し、３回にわたる検討の場会議・

　　　パブリックコメント及び関係地方公共団体の長からダム事業の継続促進を強く熱望されている。

(その他の整備効果)・・・貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

　 ・水害によって生じる人的被害と直接的または間接的な資産被害を軽減することによって生じる所得

　　　の増加が期待でき、社会経済活動を支える安全基盤として重要である。

　 ・治水事業は物的被害や人的被害を防止するだけでなく、「水害が発生したら大きな被害に遭うかも

　　　しれない」という不確実な状態に対して感じる不安を取り除く効果が期待できる。

　 ・水害が減少することによる土地の生産性向上に伴う便益

　　　市からの要望も強く、事業実施への理解、協力は得られている。

　267,734,000　／　49,300,000　＝　5.43　≒　5.4

１／８０

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

　　・ダム早期完成を求める竹田市民の１万１千人の署名（H24.10)にて県に要望するなど、地元や関係

4-4



河
川

改
修

事
業

　
再

評
価

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

整
備

が
必

要
な

主
た

る
理

由
現

状
の

課
題

か
ら

事
業

が
必

要
な

主
な

理
由

■
■

災
害

発
生

時
の

影
響

　
　

重
要

な
公

共
的

施
設

■
■

国
道

５
７

号
、

J
R
豊

肥
本

線
、

竹
田

警
察

署
　

(
変

更
な

し
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

災
害

時
要

援
護

者
関

連
施

設
■

■
竹

田
医

師
会

病
院

、
竹

田
市

立
こ

ど
も

診
療

所
、

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
和

の
郷

　
(
変

更
な

し
)

地
域

防
災

拠
点

・
避

難
場

所
・

避
難

経
路

　
等

■
■

竹
田

中
央

公
民

館
、

山
手

地
区

集
会

所
　

(
変

更
な

し
)

観
光

・
地

域
振

興
　

　
N
P
O
、

学
校

　
等

■
■

グ
ラ

ン
ツ

竹
田

　
(
旧

竹
田

市
文

化
会

館
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ま

ち
づ

く
り

、
地

域
づ

く
り

等
■

■

過
去

の
災

害
履

歴
　

　
浸

水
頻

度
■

■
昭

和
５

７
年

７
月

、
平

成
２

年
７

月
、

平
成

２
４

年
７

月
　

(
変

更
な

し
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
人

家
等

浸
水

実
績

■
■

　
　

　
　

　
　

　
　

　
浸

水
面

積
実

績
■

■

重
要

な
公

共
施

設
・

災
害

弱
者

関
連

施
設

の
浸

水
実

績
■

■
グ

ラ
ン

ツ
竹

田
　

(
変

更
な

し
)

関
連

事
業

と
の

進
捗

調
整

等
関

連
事

業
の

進
捗

等
へ

の
影

響
□

□
浸

水
被

害
軽

減
戸

数
■

■
４

０
０

戸
（

床
上

3
3
1
戸

、
床

下
6
9
戸

）
の

浸
水

被
害

を
軽

減
　

(
変

更
な

し
)

浸
水

被
害

軽
減

面
積

■
■

農
地

等
３

２
４

h
a
の

浸
水

被
害

軽
減

　
(
変

更
な

し
)

災
害

時
要

援
護

者
関

連
施

設
■

■
竹

田
医

師
会

病
院

な
ど

の
浸

水
被

害
軽

減
　

(
変

更
な

し
)

地
域

防
災

拠
点

・
避

難
場

所
・

避
難

経
路

　
等

■
■

竹
田

中
央

公
民

館
、

山
手

地
区

集
会

所
の

浸
水

被
害

軽
減

　
(
変

更
な

し
)

○
費

用
対

効
果

分
析

費
用

便
益

分
析

（
B
/
C
等

）
費

用
便

益
分

析
（

B
/
C
）

■
■

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

■
■

複
数

案
の

検
討

効
果

と
経

済
性

に
お

け
る

複
数

案
の

検
討

■
■

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
具

体
的

施
策

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

■
■

地
域

材
、

建
設

副
産

物
の

有
効

活
用

地
域
材
の
有
効
活
用
、
地
域
内
発
生
の
建
設
副
産
物
の
使
用
等

□
□

自
然

環
境

へ
の

配
慮

周
辺

の
自

然
環

境
へ

の
影

響
と

負
荷

軽
減

対
策

■
■

周
辺

の
住

環
境

へ
の

配
慮

事
業

区
間

の
住

環
境

の
状

況
と

対
策

等
■

■

景
観

へ
の

配
慮

景
勝

地
や

観
光

資
源

と
の

関
係

等
■

■

残
土

処
理

の
状

況
残

土
処
理
土
量
の
低
減
対
策
と
処
理
地
で
の
環
境
配
慮

■
■

文
化

財
の

保
護

文
化

財
等

の
調

査
及

び
保

護
□

□
地

元
要

望
、

協
力

体
制

地
元

の
協

力
体

制
・

要
望

■
■

市
町

村
の

協
力

体
制

市
町

村
の

協
力

体
制

・
要

望
■

■
竹

田
市

役
所

は
地

元
調

整
や

用
地

交
渉

に
対

し
て

協
力

的
　

(
変

更
な

し
)

用
地

取
得

の
難

易
度

用
地

取
得

の
難

易
度

■
■

法
令

等
に

基
づ

く
調

整
事

項
環

境
影

響
評

価
法

、
自

然
公

園
法

、
景

観
法

、
文

化
財

保
護

法
等

■
■

河
川

整
備

計
画

 
等

（
項

目
の

移
動

）
■

■
河

川
法

に
よ

る
大

野
川

上
流

圏
域

河
川

整
備

計
画

、
ダ

ム
工

事
に

関
す

る
全

体
計

画
 
に

基
づ

き
事

業
実

施
　

(
変

更
な

し
)

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
公

表
（

項
目

の
移

動
）

■
■

事
業

実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
■

■
河

川
法

第
十

六
条

、
第

十
六

条
の

二
に

基
づ

き
事

業
を

実
施

　
(
変

更
な

し
)

当
該

事
業

に
お

け
る

採
択

要
件

（
項

目
の

移
動

）
■

■
河

川
局

所
管

補
助

事
業

事
務

提
要

に
規

定
さ

れ
た

事
業

内
容

、
採

択
基

準
の

要
件

に
適

合
し

て
い

る
　

(
変

更
な

し
)

他
事

業
と

の
関

連
他

事
業

と
の

連
携

と
効

果
■

■
施

工
時

期
、

期
間

の
制

限
施

工
時

期
・

期
間

の
制

限
■

■

技
術

的
難

易
度

技
術

面
か

ら
の

事
業

の
実

現
性

■
■

＊
評

価
項

目
（

小
項

目
細

別
）

は
対

象
事

業
の

内
容

に
よ

り
記

述
が

異
な

る
場

合
が

あ
る

。

＊
該

当
あ

り
項

目
は

■
、

該
当

な
し

項
目

は
□

で
記

載
。

事
業

実
施

環
境

○
事

業
の

実
効

性

○
事

業
の

成
立

性
上

位
計

画
等

と
の

関
連

令
和

2
年

3
月

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
公

表
済

事
業

の
根

拠
法

令
・

採
択

要
件

ダ
ム

建
設

と
合

わ
せ

て
計

画
さ

れ
た

河
川

改
修

に
つ

い
て

は
事

業
完

了
済

み
（

平
成

９
年

）
　

(
変

更
な

し
)

Ｈ
３

以
降

毎
年

に
わ

た
り

竹
田

市
長

・
竹

田
市

議
会

・
ダ

ム
対

策
協

議
会

等
に

よ
る

知
事

・
土

木
建

築
部

長
要

望
が

な
さ

れ
て

い
る

　
特

に
ダ

ム
早

期
完

成
を

求
め

て
竹

田
市

民
の

１
万

１
千

人
の

署
名

（
H
2
4
.
1
0
)
に

て
県

に
要

望
さ

れ
て

い
る

　
(
変

更
な

し
)

フ
ク

ロ
ウ

の
生

息
地

域
で

あ
る

た
め

、
最

も
影

響
に

過
敏

と
な

る
繁

殖
期

（
3
月

～
6
月

）
の

夜
間

工
事

を
避

け
る

な
ど

、
工

事
工

程
の

調
整

等
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

　
(
変

更
な

し
)

H
2
5
.
1
2
補

償
基

準
妥

結
か

ら
用

地
買

収
を

実
施

し
、

地
元

の
協

力
も

あ
り

大
幅

な
進

捗
が

図
ら

れ
て

い
る

（
全

体
：

約
9
9
％

、
本

体
工

関
連

部
：

1
0
0
%
※

R
0
1
年

度
末

現
在

）

工
事

区
間

内
に

法
令

に
よ

る
規

制
は

無
い

　
環

境
影

響
評

価
法

に
よ

る
環

境
ア

セ
ス

メ
ン

ト
等

対
象

規
模

で
は

な
い

が
法

に
沿

っ
た

影
響

予
測

を
行

い
環

境
保

全
処

置
等

を
実

施
し

て
い

る
　

(
変

更
な

し
)

○
事

業
の

特
殊

性

ダ
ム

の
基

礎
岩

盤
に

な
る

火
砕

流
堆

積
物

は
強

度
や

遮
水

性
に

課
題

が
あ

る
が

、
造

成
ア

バ
ッ

ト
メ

ン
ト

や
貯

水
池

カ
ー

テ
ン

グ
ラ

ウ
チ

ン
グ

等
の

採
用

に
よ

り
適

応
し

て
い

る
。

　
(
変

更
な

し
)

事
業

手
法

・
工

法
の

妥
当

性

（
前

回
）

8
.
4
→

（
今

回
）

5
.
4
　

事
業

費
の

変
更

、
現

在
価

値
化

お
よ

び
マ

ニ
ュ

ア
ル

改
定

（
R
2
）

に
よ

る
再

算
定

の
結

果

○
工

法
の

妥
当

性
適

用
法

令
は

河
川

法
、

技
術

基
準

は
河

川
管

理
施

設
等

構
造

令
で

あ
り

、
適

合
し

た
工

法
を

採
用

し
て

い
る

　
(
変

更
な

し
)

①
玉

来
ダ

ム
＋

河
川

改
修

案
、

②
放

水
路

＋
中

上
流

堤
防

嵩
上

げ
複

合
案

、
③

河
道

掘
削

＋
下

流
堤

防
嵩

上
げ

複
合

案
、

④
引

堤
＋

下
流

堤
防

嵩
上

げ
複

合
案

、
⑤

堤
防

の
嵩

上
げ

案
河

道
拡

幅
案

、
検

討
し

た
結

果
、

①
玉

来
ダ

ム
＋

河
川

改
修

案
を

採
用

　
(
変

更
な

し
)

極
力

周
辺

の
景

観
に

配
慮

し
た

工
法

検
討

を
行

っ
て

い
る

（
山

林
の

保
全

な
ど

）
　

(
変

更
な

し
)

工
事

に
あ

た
っ

て
は

、
騒

音
・

振
動

・
地

盤
沈

下
等

を
極

力
発

生
さ

せ
な

い
工

法
で

実
施

す
る

　
(
変

更
な

し
)

残
土

は
事

業
内

で
の

流
用

や
他

事
業

と
の

連
携

に
よ

る
有

効
活

用
に

努
め

て
い

る
※

掘
削

約
4
1
万

m
3
、

盛
土

約
5
万

m
3
、

ほ
場

整
備

基
盤

盛
土

約
3
6
万

m
3

今
回

・
浸

水
農

地
８

７
５

h
a
（

昭
和

5
7
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

・
浸

水
農

地
３

２
４

h
a
（

平
成

 
2
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

・
浸

水
農

地
１

０
８

h
a
（

平
成

2
4
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

○
コ

ス
ト

縮
減

○
環

境
等

へ
の

配
慮

重
要

な
動

植
物

（
ﾌ
ｸ
ﾛ
ｳ
・

ｸ
ﾏ
ﾀ
ｶ
・

ﾄ
ﾉ
ｻ
ﾏ
ｶ
ｴ
ﾙ
・

ﾐ
ﾔ
ﾏ
ｺ
ﾅ
ｽ
ﾋ
ﾞ
等

）
の

変
化

に
対

し
、

移
植

や
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

実
施

し
監

視
に

努
め

て
い

る
(
変

更
な

し
)

・
社

会
資

本
整

備
重

点
計

画
　

(
変

更
な

し
)

・
安

心
・

活
力

・
発

展
プ

ラ
ン

2
0
1
5
：

大
分

県
長

期
総

合
計

画
(
改

定
)

・
お

お
い

た
土

木
未

来
プ

ラ
ン

2
0
1
5
：

大
分

県
土

木
建

築
部

長
期

計
画

(
改

定
)

・
副

ダ
ム

越
流

部
の

ス
テ

ン
レ

ス
ラ

イ
ニ

ン
グ

を
超

高
強

度
補

強
繊

維
コ

ン
ク

リ
ー

ト
パ

ネ
ル

へ
変

更
す

る
こ

と
に

よ
る

コ
ス

ト
縮

減
。

・
貯

水
池

止
水

対
策

工
の

止
水

ラ
イ

ン
の

変
更

に
伴

う
ボ

ー
リ

ン
グ

延
長

や
グ

ラ
ウ

チ
ン

グ
ト

ン
ネ

ル
延

長
の

減
に

よ
る

コ
ス

ト
縮

減
。

状
況

（
前

回
評

価
か

ら
の

変
化

点
及

び
現

状
）

事
業

の
必

要
性

○
必

要
性

・
緊

急
性

平
成

２
年

７
月

出
水

と
同

規
模

降
雨

に
対

し
て

、
流

域
住

民
の

生
命

・
財

産
を

守
る

　
(
変

更
な

し
)

緊
急

を
要

す
る

現
状

の
課

題

・
浸

水
家

屋
３

５
６

戸
（

昭
和

5
7
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

・
浸

水
家

屋
４

０
０

戸
（

平
成

 
2
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

・
浸

水
家

屋
２

１
７

戸
（

平
成

2
4
年

7
月

出
水

）
　

(
変

更
な

し
)

○
整

備
効

果

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果

大
項

目
中

項
目

小
項

目
小

項
目

の
細

別
前

回
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年　度 2
整理番号

事業主体 大分県

事  業  費

完成予定年

環境等への配慮
・現況の澪筋や瀬淵については極力保全する。
・水際、水辺環境の多様性の創出を行う。

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

事
業
概
要

事業の目的

・二級河川熊崎川は、平成5年9月出水、平成10年9月出水等、近年では平成23年9月、平
成29年9月出水など浸水被害が頻発している。背後地の家屋や県道の再度浸水被害の防
止を図る為、河道拡幅、築堤、橋梁の改築等により流下能力を確保し、浸水被害の防止を
図る。

事業内容

事業延長　L=2,030m

事
業
の
実
施
計
画

着手から１０年（令和１２年度）

事業段階毎の
実施計画

１年目　測量及び河道設計

２年目　橋梁設計、可動堰設計、用地測量及び用地買収

３年目　河道拡幅、橋梁設計、可動堰設計、用地測量及び用地買収

４年目～１０年目　河道拡幅・橋梁・堰・設計・用地補償

掘削工V=31,000m3、築堤工V=2,000m3、護岸工A=4,200m2

橋梁工　2基、堰　５基

測量及び試験費、用地補償　1式

Ｃ＝１,８８６百万円

　事　前　評　価　書

事業名・路線名等 広域
コウイキ

河川
カセン

改修
カイシュウ

事業　二級河川　熊崎
クマサキ

川水系　熊崎
クマサキ

川

所　在　地 臼杵市大字藤河内

・可能な限り家屋や用地買収を抑えた計画とし、全体事業費を縮減している。

費用便益
分析

・総費用Ｃ＝18.13億円、総便益Ｂ＝21.52億円⇒Ｂ/Ｃ＝1.2

・慢性的な浸水被害が発生していることに加えて、現況の治水安全度は1/5確率年以下と
低く、家屋の再度浸水防止及び県道臼杵坂ノ市線の冠水による熊崎川沿川の通行止めを
避けるため、早期の河川改修が必要である。

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

・本事業区間内では、概ね2～5年確率洪水程度の流下能力しかなく、近年では平成23年・
平成29年出水などによって浸水被害が頻発しているような状況である。今後、過去の発生
洪水と同規模程度の出水における浸水被害の防止又は軽減を図って行くため、河川整備
計画の目標規模を概ね30年確率洪水とした改修を実施していきたい。

整備効果

対応方針 ・以上のとおり事業の必要性が認められることから、本事業を実施したい。

事業の特殊性 ・当該事業は、通常行われている事業と変わりなく、技術的な問題はない。

事
業
実
施
環
境

事業の実効性
・浸水被害が慢性的に発生している状況であり、地元から早急な浸水対策を望まれている。
・地元から要望書が提出されており、協力的である。

事業の成立性

・二級水系熊崎川河川整備基本方針（策定中）
・熊崎川 河川整備計画(策定中)
・「安心・活力・発展プラン２０１５」～２０２０改訂版～
・おおいた土木未来プラン２０１５（改訂）：大分県土木建築部長期計画
・河川法第十六条、第十六条の二

工法の
妥当性

・従来の河川法線に沿った河川改修計画としている。
・橋梁、固定堰などの治水上支障となる構造物の改築。

コスト縮減
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事
　

業
　

箇
　

所
　

位
　

置
　

図

熊
崎

川

県
道

臼
杵

坂
ノ

市

線

事
業

延
長

L
=
2
,0

3
0
ｍ
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 広域河川改修事業　　二級河川熊崎川水系熊崎川

総費用 (A) 施設名

河川改修費

投資期間 維持管理費

Ｒ3～R６２

（期間の内訳）

事業期間
Ｒ3～R12

維持管理期間
R13～R62

総便益

測定期間

Ｒ４～R62

（期間の内訳）

事業完了まで
Ｒ3～R12

事業完了後
R13～R62

総費用額 (C) 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

・緊急輸送道路・避難経路の浸水被害防止による地域の安全性向上

・水害が減少することによる土地の生産性向上に伴う便益

･治水安全度の向上に伴う精神的な安心感

※現在価値化の基準時点は、評価を実施する年度とする。

費用便益
比率 (B/C)

2,152,000 ／ = 1.181,813,169 ≒ 1.2

残存価値 1,665,720

合　　　　　計 8,070,992 割引前の総便益

間接被害額（営業停止、家庭事務所応急対策） 482,000

1,813,169

2,152,000

公共土木施設等被害額 3,656,000

農作物被害額 108,000

農漁家償却被害額 1,000

農漁家在庫被害額 273

事業所償却被害額 119,000

事業所在庫被害額 41,000

家屋被害額 1,256,000

家庭用品被害額 742,000

合　　　　　計 2,539,000 割引前の総費用

評価項目 便益額 備考

算定根拠　治水経済マニュアル（国土交通省水管理・国土保全局）による

整備規模 事業費 備考

1/30 1,993,000 （用地・測試含む）

546,000
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河
川

改
修
事
業
　
事
前
評

価
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

必
須

優
先

整
備
が
必
要
な
主
た
る
理
由

現
状
の
課
題
か
ら
事
業
が
必
要
な
主
な
理
由

○

災
害

発
生

時
の

影
響

　
　

重
要

な
公

共
的

施
設

○
県

道
臼

杵
坂

ノ
市

線
・

国
道
２
１
７
号
（
緊
急
輸
送
道
路
）
、
市
道
臼
杵
坂
ノ
市
線

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

災
害

時
要

配
慮

者
関

連
施

設
○

有
料

老
人

ホ
ー

ム
い

ご
こ

ち
良
好

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

地
域
防
災
拠
点
・
避
難
場
所
・
避
難
経
路
　
等

○
県

道
臼

杵
坂

ノ
市

線
、

国
道
2
1
7
号
、
市
道
臼
杵
坂
ノ
市
線
の
浸
水
、
大
坪
公
民
館

観
光

・
地

域
振

興
　

　
N
P
O
、

学
校

　
等

―
特

に
な

し

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ま

ち
づ

く
り

、
地

域
づ

く
り

等
―

特
に

な
し

過
去

の
災

害
履

歴
　

　
浸

水
頻

度
○

近
年

で
は

、
平

成
2
3
,
2
9
年

と
相
次
い
で
大
規
模
な
浸
水
被
害
が
発
生

　
　

　
　

　
　

　
　

　
人

家
等

浸
水

実
績

○
9
戸

（
床

上
4
戸

、
床

下
5
戸
）
 
 
H
2
9
.
9

　
　

　
　

　
　

　
　

　
浸

水
面

積
実

績
○

宅
地

0
.
2
5
h
a
、

田
畑

等
1
1
.
2
2
h
a
　
H
2
9
.
9

　
　

　
　

　
　

　
　

　
重
要
な
公
共
施
設
・
災
害
弱
者
関
連
施
設
の
浸
水
実
績

○
大

坪
公

民
館

関
連
事
業
と
の
進
捗
調
整
等

関
連

事
業

の
進

捗
等

へ
の

影
響

―

浸
水

被
害

軽
減

戸
数

○
3
7
戸

（
床

上
3
6
戸

、
床

下
1
戸
）
の
浸
水
被
害
を
軽
減

浸
水

被
害

軽
減

面
積

○
宅

地
3
.
3
h
a
、

田
畑

等
2
0
.
9
h
a

災
害

時
要

配
慮

者
関

連
施

設
○

有
料

老
人

ホ
ー

ム
い

ご
こ

ち
良
好

地
域

防
災

拠
点

・
避

難
場

所
・

避
難

経
路

　
等

○
県

道
臼

杵
坂

ノ
市

線
・

国
道
2
1
7
号
（
緊
急
輸
送
道
路
）
、
市
道
臼
杵
坂
ノ
市
線
の
冠
水
、
大
坪
公
民
館
の
浸
水
被
害
軽
減

○
費
用
対
効
果
分
析

費
用
便
益
分
析
（
B
/
C
等
）

費
用

便
益

分
析

（
B
/
C
）

○

関
係
法
令
・
技
術
基
準
等
と
の
適
合

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

○

複
数
案
の
検
討

効
果

と
経

済
性

に
お

け
る

複
数

案
の

検
討

○

コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
具
体
的
施
策

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

○

地
域
材
、
建
設
副
産
物
の
有
効
利
用

地
域
材

の
有

効
活

用
、

地
域

内
発

生
の

建
設

副
産

物
の

使
用

等
―

環
境

調
査

等
○

既
存

の
生

態
系

に
配

慮
し

、
自
然
環
境
に
影
響
の
少
な
い
計
画
と
す
る
。

多
自

然
川

づ
く

り
と

し
て

現
況

河
川

と
の

関
係

等
○

周
辺
の
住
環
境
へ
の
配
慮

事
業

区
間

の
住

環
境

の
状

況
と

対
策

等
○

住
宅

地
と

隣
接

す
る

区
間

に
つ
い
て
は
、
騒
音
・
振
動
・
地
盤
沈
下
等
を
極
力
発
生
さ
せ
な
い
工
法
検
討
を
行
う
。

景
観
へ
の
配
慮

景
勝

地
や

観
光

資
源

と
の

関
係

等
―

特
に

な
し

。

残
土

処
理

の
状

況
残
土
処

理
土

量
の

低
減

対
策

と
処

理
地

で
の

環
境

配
慮

○

文
化

財
の

保
護

文
化
財
等
の
調
査
及
び
保
護

○
事
業
箇
所
の
埋
蔵
文
化
財
分
布
状
況
等
の
確
認
を
行
い
、
必
要
で
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
協
議
を
行
う
。

地
元
要
望
、
協
力
体
制

地
元

の
協

力
体

制
・

要
望

○
下

流
区

間
に

引
き

続
き

、
河
川
整
備
に
強
い
要
望
あ
り
。

市
町
村
の
協
力
体
制

市
町

村
の

協
力

体
制

・
要

望
○

臼
杵

市
役

所
に

つ
い

て
は

地
元
調
整
・
用
地
交
渉
に
対
し
て
協
力
的
。

用
地
取
得
の
難
易
度

用
地

取
得

の
難

易
度

○
地

元
同

意
は

概
ね

取
れ

て
い
る
。

法
令
等
に
基
づ
く
調
整
事
項

法
令
等
に
基
づ
く
関
係
機
関
協
議
等

○
土

壌
汚

染
対

策
法

、
建

設
リ
サ
イ
ク
ル
法

河
川

整
備

計
画

 
等

○
二
級
水
系
熊
崎
川
河
川
整
備
基
本
方
針
（
策
定
中
）
，
熊
崎
川
河
川
整
備
計
画
（
策
定
中
）

水
防

計
画

○
水

防
警

報
対

象
区

間

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
公

表
○

事
業
実
施
に
係
る
根
拠
法
令
（
条
項
）

○
河
川
法
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
二
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
予
定

当
該
事
業
に
お
け
る
採
択
要
件

○
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
交
付
要
綱
に
規
定
さ
れ
た
事
業
内
容
、
交
付
要
件
に
適
合

他
事
業
と
の
関
連

他
事

業
と

の
連

携
と

効
果

―
特

に
な

し

施
工
時
期
、
期
間
の
制
限

施
工

時
期

・
期

間
の

制
限

○
非

出
水

期
に

限
ら

れ
る

技
術

的
難

易
度

技
術

面
か

ら
の

事
業

の
実

現
性

―
特

に
な

し

＊
評
価
項
目
（
小
項
目
の
細
別
）
は
対
象
事
業
の
内
容
に
よ
り
記
述
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

＊
「
該
当
及
び
適
否
」
の
欄
で
該
当
し
て
適
で
あ
れ
ば
「
○
」
、
該
当
す
る
が
不
適
で
あ
れ
ば
「
×
」
、
該
当
し
な
け
れ
ば
「
－
」
を
記
入
す
る
。

＊
「
該

当
及

び
適

否
」
の

欄
の

「
必

須
」
の

欄
が

「
○

」
で

な
け

れ
ば

採
択

は
不

可
と

す
る

。

1
.
2

○
工
法
の
妥
当
性

適
用

法
令

は
河

川
法

、
技

術
基
準
は
中
小
河
川
に
関
す
る
河
道
計
画
の
技
術
基
準
で
あ
り
、
適
合
し
た
工
法
を
採
用

小
項
目
の
具
体
的
な
内
容

大
項
目

中
項
目

小
項
目

小
項
目
の
細
別

該
当

及
び

適
否

事
業
の

必
要
性

○
必
要
性
・
緊
急
性

慢
性
的
な
過
去
の
出
水
と
同
規
模
降
雨
に
対
し
て
、
流
域
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
り
、
県
道
の
浸
水
被
害
を
防
ぐ
。

緊
急
を
要
す
る
現
状
の
課
題

特
に

な
し

○
整
備
効
果

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果

左
岸

・
右

岸
の

拡
幅

案
の

比
較
検
討
し
、
右
岸
の
道
路
、
既
設
護
岸
を
残
置
し
、
田
畑
で
あ
る
左
岸
側
を
拡
幅
・
築
堤
す
る
案
を

採
用

。

○
コ
ス
ト
縮
減

家
屋

移
転

を
可

能
な

限
り

避
け
、
片
岸
拡
幅
に
よ
り
断
面
確
保
を
行
う
。
新
技
術
、
新
工
法
の
積
極
的
活
用
及
び
発
生
残
土
の
他

事
業

で
の

有
効

活
用

に
よ

り
一
層
コ
ス
ト
縮
減
に
努
め
る
。

事
業
実
施

環
境

○
事
業
の
実
効
性

○
事

業
の

成
立

性

上
位
計
画
等
と
の
関
連

平
成

2
6
年

8
月

事
業
の
根
拠
法
令
・
採
択
要
件

○
事
業
の
特
殊
性

特
に

な
し

。

○
環
境
等
へ
の
配
慮

自
然
環
境
へ
の
配
慮

澪
筋

、
淵

の
保

全
、

河
川

水
面
の
連
続
性
の
確
保
を
行
う
。

現
地
で
発
生
す
る
掘
削
土
砂
の
再
利
用
、
並
び
に
他
事
業
へ
の
流
用
土
で
残
土
発
生
の
低
減
に
努
め
る
。

事
業
手
法

・
工
法
の

妥
当
性
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様式２－１

都市計画道路事業　都市計画道路 南立石亀川線（一般県道 別府山香線）

別府市大字鶴見　～　火売

・用地取得前、大幅計画変更

事業採択年度 採択年度： 平成29年度 着工年度： 令和2年度予定（未着手）

事業実施予定期間 当初：　平成30年度　～　令和9年度 変更：　平成30年度　～　令和12年度

計画概要 【延長・幅員】 L=1,280m、W=6.0（16.0）m 、自転車歩行者道W=3.0m（両側）

【道路区分】 第4種第2級 【設計速度】 V=40km/h 【計画交通量】 9,600台/日

【重要構造物】 側道橋（上下線）L=45.0m

当初計画 第１回変更（R2年）

計画期間 H30～R9 H30～R12

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

本工事費 1,280m 550 1,280m 550

測量試験費 一式 150 一式 150

用地補償費 一式 3,300 一式 3,300

電線共同溝 - - 1,280m 1,100

計 4,000 5,100

変更内容・理由

事業年度 年度事業費
（百万円）

累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（変更） 5,100 　単位：千円

H30年度 27 27 測量 設計 0.5%

R1 27 54 測量 1.1%

R2 53 106 建物調査 用地補償 2.1%

R3 300 406 用地補償 8.0%

R4 600 1,006 用地補償 19.7%

R5 600 1,606 用地補償 道路工事 31.5%

R6 600 2,206 用地補償 道路工事 43.3%

R7 600 2,806 道路工事 55.0%

R8 600 3,406 道路工事 66.8%

R9以降 1,694 5,100 道路工事 電線共同溝 100.0%

再評価書

事業名・路線河川港地区名等

所在地・工区名

未着工・未完了の理由

平成29年度に事業採択。平成30年度から交付金事業により測量設計等を実施しており、現在、用
地測量を実施中である。今年度末終点部の朝日小学校付近より、用地取得に着手する予定であ
る。

再評価基準

事
業
の
概
要

事
業
費
の
推
移

・R元年度末時点の事業進捗率は1.1%（事業費ベース）

事業の目的

・安全、安心な歩行空間の確保
・停車帯整備、交差点改良による渋滞の緩和
・便利で快適な生活サービス地区の形成促進
・無電柱化による防災機能向上及び沿道景観の向上

事業進捗の状況

工　　　種

・期間の延伸及び事業費の増は、無電柱化に伴う電線共同溝の追加等によるもの。

全
体
事
業
概
要
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様式２－２

費用便益の分析

費
用
便
益
分
析

別府市、商工会議所、地元自治会からの要望があり、事業実施への理解、協力は得られている。

・アスファルト、砕石は再生材を使用する。
・無電柱化の手法として電線共同溝を浅層埋設し、コスト縮減を図る。

今回　再評価時

－ －

・現道拡幅であり、地形改変による影響が少ない計画である。
・低騒音、低振動型の建設機械を使用して、周辺の住環境の負担軽減を図る。
・別府市市景観計画に配慮した周辺景観との調和を図る
・無電柱化による防災性向上、安全で快適な通行空間の確保及び沿道景観の向上を図る。

再評価書

※交通安全を主目的とした事業のため、B/Cの算定は行わない。

事
業
実
施
環
境

事業採択時

事業の特殊性

・安全、安心かつ快適なまちづくりの形成
・渋滞の緩和
・便利で快適なサービス地区の形成促進
・無電柱化による防災性向上、安全で快適な通行空間の確保及び沿道景観の向上を図る。

工法の妥当性
・道路法、道路構造令、道路橋示方書に適合した工法を採用。
・都市計画審議会の審議をもって都市計画決定されたルートである。
・無電柱化は電線を地中に埋設するものであり一般的な工法。

コスト縮減

費用便益比（B/C)

事
業
環
境
の
変
化

道路交通状況の変化
（社会・経済情勢の変化）

環境等への配慮

・無電柱化の推進に関する法律（平成28年12月）が施行され、道路事業と併せて「電線・電柱を撤去すること
ができる」旨が明記されている。令和2年8月の連絡会議において電線事業者との間で当該路線が事前合意
され、無電柱化の着手におおむね目処がついた。

　前回評価（H27ｾﾝｻｽ：交通量9,791台/日、H29実測：歩行者346人/日）
　朝日小学校、朝日中学校の通学路に指定
・別府市、商工会議所、地元自治会からの要望があり、事業実施への理解、協力は得られている。
　　　H25. 9　別府市教育委員会→県　歩道設置要望
　　　H28. 6　別府商工会議所・地元自治会→県　道路整備要望
　　　H29.10　別府市→県　道路整備要望

・小中学校の通学路であるが、歩道が整備されていないため児童・生徒等の歩行者が危険にさらされてい
る。
・路線バスの乗降や荷捌き、店舗等への出入り、変則５差路交差点による慢性的な渋滞を引き起こしてい
る。
・事故多発区間である。
・事業区間の死傷事故件数は、92件/10年（平成18年度～平成27年度）であり非常に多い状況である
・最優先啓開ルート（ステップⅠ）の該当路線であるが、災害時に電柱が倒壊し、通行不可能になる恐れが
ある

必要性・緊急性

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

整備効果

地元情勢の変化

事
業
の
必
要
性

対
応
方
針

・継続

・以上のとおり事業の必要性が認められることから、事業を継続したい。

対応方針案

理由

・都市計画区域マスタープランの中で「特に優先的に整備もしくは事業化を目標とする路線」に位置付けられ
ている
・別府市都市計画マスタープラン
・交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 指定道路（１号指定）
・都市計画法第５９条第２項に基づく路線
・無電柱化推進計画事業補助制度要綱に基づき事業を実施
・県無電柱化における事前調整会議で合意（令和２年８月）
・大分県無電柱化協議会で合意予定（令和２年１１月）

・特になし

事業の実効性

事業の成立性

【変更なし】

【変更なし】

【変更なし】
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 都市計画道路事業　　　　（都）南立石亀川線

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

0 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

0 割引前の総便益

総費用額 (C) 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

・歩道の設置による、歩行者・自転車の安全な通行空間の確保

・通学路の安全性の確保

・災害拠点病院である新別府病院先までの最優先啓開ルート整備による災害対応性の向上

・別府市内の主要観光地（観海寺温泉、鉄輪温泉、明礬温泉、地獄めぐり等）へのアクセス改善

・避難路としての空間・火災時の延焼遮断空間の確保

・便利で快適な生活サービス地区の形成促進

・無電柱化による防災機能向上

・無電柱化による沿道景観の改善

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

評価項目

合　　　　　計

交通安全
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道
路

事
業

・
街

路
事

業
　

再
評

価
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

整
備
が
必
要
な
主
た
る
理
由

現
状

の
課

題
か

ら
事

業
が

必
要

な
主

な
理

由
■

■

路
線

現
況

■
■

道
路

幾
何

構
造

■
■

交
通

事
故

発
生

状
況

■
■

渋
滞

状
況

■
■

通
学

路
の

指
定

状
況

■
■

緊
急

輸
送

道
路

の
指

定
状

況
■

■

代
替

路
の

指
定

状
況

□
□

関
連
事
業
と
の
進
捗
調
整
等

関
連

事
業

の
進

捗
等

へ
の

影
響

□
□

防
災

対
策

に
係

る
効

果
■

■

交
通

事
故

対
策

に
係

る
効

果
■

■

小
規

模
集

落
対

策
に

係
る

効
果

□
□

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

に
係

る
効

果
■

■

都
市

空
間

整
備

に
係

る
効

果
■

■

そ
の

他
の

効
果

□
□

○
費
用
対
効
果
分
析

費
用
便
益
分
析
（
B
/
C
）
等

B
/
C
算

出
結

果
、

も
し

く
は

B
/
C
に

よ
る

評
価

を
行

わ
な

い
場
合

の
理

由
と

評
価

の
考

え
方

■
■

関
係
法
令
・
技
術
基
準
等
と
の
適
合

関
係

法
令

や
技

術
基

準
等

へ
の

適
合

状
況

■
■

複
数
案
の
検
討

事
業

効
果

及
び

経
済

性
に

お
け

る
複

数
案

の
検

討
状

況
■

■

コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
具
体
的
施
策

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

の
導

入
■

■

地
域
材
、
建
設
副
産
物
の
有
効
利
用

地
域

材
の

有
効

活
用

、
地

域
内

発
生

の
建

設
副

産
物

の
使

用
■

■

自
然
環
境
へ
の
配
慮

近
隣

住
宅

へ
の

配
慮

■
■

周
辺
の
住
環
境
へ
の
配
慮

周
辺

の
住

環
境

の
状

況
と

負
荷

軽
減

対
策

■
■

景
観
へ
の
配
慮

周
辺

の
景

観
へ

の
配

慮
■

■

残
土
処
理
の
状
況

残
土

処
理

土
量

の
低

減
対

策
と

処
理

地
で

の
環

境
配

慮
■

■

文
化
財
の
保
護

文
化

財
等

の
調

査
及

び
保

護
□

□

地
元
要
望
、
協
力
体
制

要
望

書
等

の
提

出
状

況
、

期
成

会
等

の
地

元
組

織
状

況
■

■

市
町
村
の
協
力
体
制

市
町

村
に

よ
る

地
元

説
明

会
や

用
地

交
渉

へ
の

支
援

体
制

■
■

用
地
取
得
の
難
易
度

地
権

者
の

同
意

、
事

業
へ

の
理

解
の

状
況

■
■

法
令
等
に
基
づ
く
調
整
事
項

法
令

等
に

基
づ

く
調

整
事

項
■

■

都
市

計
画

■
■

お
お

い
た

の
道

構
想

２
０

１
５

■
■

交
安

法
指

定
道

路
■

■
地
域

防
災

計
画

■
■

事
業

実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
■

■
事
業

の
採

択
基

準
、

適
合

状
況

■
■

他
事
業
と
の
関
連

他
事

業
の

実
施

状
況

、
連

携
に

よ
る

効
果

、
進

捗
状

況
等

□
□

施
工
時
期
、
期
間
の
制
限

工
事

の
実

施
時

期
・

期
間

へ
の

制
限

□
□

技
術
的
難
易
度

技
術

面
か

ら
の

事
業

の
実

現
性

□
□

＊
評
価
項
目
（
小
項
目
細
別
）
は

対
象
事
業
の
内
容
に
よ
り
記
述
が
異
な
る
場

合
が

あ
る

。
＊
該
当
あ
り
項
目
は
■
、
該
当
な

し
項
目
は
□
で
記
載
。

事
業
の
根
拠
法
令
・
採
択
要
件

都
市

計
画

法
第

5
9
条
第

2
項

に
基

づ
き

事
業

を
実

施
（

変
更

な
し

）

社
会

資
本

整
備

総
合
交

付
金

交
付

要
綱

に
規

定
さ

れ
た

事
業

内
容

、
採

択
基

準
の

要
件

に
適

合
（

変
更

な
し

）

事
業

実
施

環
境

○
事
業
の
実
効
性

別
府

市
、

商
工

会
議
所

、
地

元
自

治
会

か
ら

要
望

あ
り

（
変

更
な

し
）

地
元

説
明

会
、

都
市
計

画
変

更
説

明
会

を
今

後
行

う
予

定
の

中
で

、
別

府
市

と
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
る

（
変

更
な

し
）

地
元
自
治
会
、
別
府
市

か
ら
要
望
が
あ
り
、
事
業
へ
の
理
解
は
示
さ
れ
て
お
り
今
後
同
意
に
向
け
て
別
府
市
と
協
力
し
て
交
渉
す
る
（
変
更
な
し
）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

○
事
業
の
特
殊
性

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

道
路

法
、

河
川

法
、
砂

防
法

等
に

係
る

関
係

機
関

協
議

、
交

差
点

協
議

（
変

更
な

し
）

○
事
業
の
成
立
性

上
位
計
画
等
と
の
関
連

別
府

市
の

マ
ス

タ
ー
プ

ラ
ン

に
て

地
域

交
流

軸
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

た
路

線
（

変
更

な
し

）

ま
ち

の
魅

力
を

高
め
活

力
の

あ
る

地
域

づ
く

り
を

支
え

る
道

路
整

備
を

図
る

路
線

（
変

更
な

し
）

交
通

安
全

指
定

道
路
１

号
該

当
区

間
（

一
部

区
間

、
付

近
に

朝
日

小
学

校
が

あ
る

）
（

変
更

な
し

）

沿
線

施
設

が
別

府
市
地

域
防

災
計

画
の

避
難

場
所

に
指

定
（

朝
日

小
学

校
）

（
変

更
な

し
）

事
業

手
法

・
工

法
の

妥
当

性

交
通

安
全

事
業

の
た
め

費
用

便
益

比
の

算
出

は
不

要
（

変
更

な
し

）

○
工
法
の
妥
当
性

道
路

法
、

道
路

構
造
令

、
道

路
橋

示
方

書
に

適
合

し
た

工
法

を
採

用
（

変
更

な
し

）

都
市

計
画

決
定

に
基
づ

い
た

ル
ー

ト
（

変
更

な
し

）

○
コ
ス
ト
縮
減

発
生

土
の

現
場

内
流
用

を
行

う
（

変
更

な
し

）

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
砕
石

は
再

生
資

材
を

利
用

（
変

更
な

し
）

○
環
境
等
へ
の
配
慮

現
道

拡
幅

の
た

め
、
地

形
改

変
に

よ
る

影
響

が
少

な
い

計
画

と
し

て
い

る
（

変
更

な
し

）

低
騒

音
、

低
振

動
型
の

建
設

機
械

を
使

用
し

、
住

環
境

の
負

担
軽

減
を

図
る

（
変

更
な

し
）

別
府

市
景

観
計

画
と
適

合
を

図
り

、
周

辺
環

境
と

の
調

和
に

配
慮

す
る

（
変

更
な

し
）

発
生

土
は

現
場

内
流
用

を
行

い
建

設
発

生
土

を
抑

制
、

ま
た

搬
出

土
は

工
事

間
流

用
に

努
め

る
（

変
更

な
し

）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

最
優

先
啓

開
ル

ー
ト
（

変
更

な
し

）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

○
整
備
効
果

事
業
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
果

災
害

拠
点

病
院

(
新

別
府

病
院

)
ま

で
の

最
優

先
啓

開
ル

ー
ト

の
道

路
整

備
・

無
電

柱
化

に
よ

り
防

災
機

能
向

上
（

今
回

変
更

）

自
歩

道
整

備
に

よ
り
、

歩
行

者
・

自
転

車
の

安
全

な
通

行
空

間
を

確
保

（
変

更
な

し
）

－
（

変
更

な
し

）

別
府

市
内

の
主

要
観
光

地
（

観
海

寺
温

泉
、

鉄
輪

温
泉

、
明

礬
温

泉
、

地
獄

め
ぐ

り
等

）
へ

の
ア

ク
セ

ス
改

善
（

変
更

な
し

）

避
難

路
と

し
て

の
空
間

・
火

災
時

の
延

焼
遮

断
空

間
の

確
保

や
便

利
で

快
適

な
生

活
サ

ー
ビ

ス
地

区
の

形
成

（
変

更
な

し
）

特
に

な
し

（
変

更
な
し

）

状
況

（
前

回
評

価
か

ら
の

変
化

点
及

び
現

状
）

事
業

の
必

要
性

○
必
要
性
・
緊
急
性

歩
道

が
未

設
置

、
狭
小

区
間

で
あ

り
、

歩
行

者
・

自
転

車
の

安
全

な
通

行
空

間
の

確
保

が
必

要
（

変
更

な
し

）

緊
急
を
要
す
る
現
状
の
課
題

（
前

回
）

平
日

交
通
量

9
,
7
9
1
台

/
日

（
H
2
7
セ

ン
サ

ス
）

、
歩

行
者

通
行

量
3
4
6
人

/
日

（
H
2
9
実

測
）

（
変

更
な

し
）

現
況

：
幅

員
W
=
6
.
0
(
8
.
0
～

9
.
5
)
m
、

歩
道

幅
員

0
～

2
.
0
m
（

変
更

な
し

）

事
故

は
9
2
件

/
1
0
年

(
H
1
8
～

2
7
）

発
生

、
う

ち
歩

行
者

・
自

転
車

に
関

す
る

事
故

2
1
件

（
変

更
な

し
）

原
交

差
点

に
て

、
直
進

車
と

左
折

車
の

混
在

に
よ

り
、

朝
夕

混
雑

時
の

渋
滞

が
発

生
（

変
更

な
し

）

朝
日

小
学

校
・

朝
日
中

学
校

の
通

学
路

に
指

定
（

変
更

な
し

）

大
項

目
中
項
目

小
項
目

小
項

目
の

細
別

前
回

今
回
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年　度 ２年度
整理番号

事業主体 大分県

事  業  費

完成予定年

対応方針 ・以上のとおり事業の必要性が認められることから、本事業を実施したい。

事業の特殊性 ・当該事業は、標準的な工法で、技術的な問題はない。

事
業
実
施
環
境

事業の実効性

・地元による事業推進委員会が平成３０年１０月に設立され、また、市には県営事業の担当職員が
　配置されており、協力体制が図られている。
・当地区の中心的な担い手となる農事組合法人「綱井ファーム」が令和２年２月に設立され、早期
　事業着手が望まれている。

事業の成立性
・安心・活力・発展プラン2015：大分県長期計画
・大分県農林水産業振興計画：大分県農林水産部長期計画
・土地改良法（第２条第２項第１号及び第２号）

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

・区画が狭小・不整形であり、水路の経年劣化が進行するなど、生産基盤が整っていないことから農地集積
　が進んでいない。
・排水不良の湿田が多く、高収益作物の導入も進んでいない。
・以上より、高収益な園芸品目等への生産転換による農業所得の向上に向けた水田農業の構造改革に取り組
　むため、本事業を実施する必要がある。

整備効果

・水田畑地化による小ねぎ等の産地拡大と生産額の増大
・農地の集積・集約化による経営規模の拡大、ほ場の区画拡大などにより生産性が向上

３年目　区画整理工事

工法の
妥当性

・土地改良法等の関係法令及び農林水産省「土地改良事業設計基準」等に準拠し、適切な工法を採用
  している。

コスト縮減
・現場発生土については、現場内流用を基本として、残土が発生しない計画とし、コスト縮減を図っている。

７年目　換地事務

費用便益の
分析

・費用便益分析比（Ｂ／Ｃ）
Ｂ：総便益１,７２６,０００千円／Ｃ：総費用１,５４７,０００千円＝１.１１

　　（ 整地工　49.1ha、　農道　L=7.7km、　用水路　L=9.7km、　排水路　L=5.3km、　暗渠排水A=39.6ha ）

Ｃ＝１,１００百万円

　事　前　評　価　書

事業名・路線名等 経営体育成基盤整備事業　綱井地区

所　在　地 国東市　大字綱井

環境等への配慮
・現場発生土については、現場内流用を基本として、残土が発生しない計画としている。
・騒音・振動対策として低騒音・低振動の施工機械を使用するとともに、工事に伴う濁水が流出しないよう配慮
  して工事を進めることとしている。

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

事
業
概
要

事業の目的

　水田の畑地化を推進し、高収益な園芸品目等への生産転換による農業所得の向上に向けた水田
農業の構造改革に取り組むとともに、農地中間管理機構と連携した担い手への農地集積・集約化を
図り、効率的な営農を実現するため、これらに必要な、ほ場の排水対策や大区画化、道路・用排水路
の整備等の基盤整備を行う。

事業内容

区画整理　49.1ha

事
業
の
実
施
計
画

着手から７年（令和９年度）

事業段階毎の
実施計画

１年目　測量設計、関係機関との協議

２年目　測量設計、区画整理工事

４年目　区画整理工事

５年目　区画整理工事

６年目　区画整理工事、換地事務

8-1



事
　

業
　

箇
　

所
　

位
　

置
　

図
大

分
県

図

黒 津 崎 海 岸
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

当該事業費 A=49.1ha 1,050,000 （用補・測試含む）

投資期間 維持管理費 1,523,000

R３～R49

（期間の内訳）

事業期間
R3～R9

維持管理期間
R10～R49 2,573,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

作物生産効果 1,648,000

営農経費節減効果 1,691,000

測定期間 維持管理費節減効果 -55,000

R3～R49 国産農作物安定供給効果 926,000

（期間の内訳）

事業完了まで
R3～R9

事業完了後
R10～R49

4,210,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 1,547,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 1,726,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

　　　　　※現在価値化の基準時点は、評価を実施する年度とする。

経営体育成基盤整備事業　綱井地区

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比 (B/C)

　　　　　　　　1,726,000　／　1,547,000　＝　１．１１　≒　１．１

○作物生産効果
農用地等の改良により、作物
の生産量が増減する効果

○営農経費節減効果
営農技術体系、経営規模等の
変化により、作物生産に要す
る労働時間や機械経費等に係
る費用が増減する効果

○維持管理費節減効果
施設の更新、新設により、当該
施設の維持・管理に要する費
用が増減する効果

○国産農産物安定供給効果
国産農産物の安定供給に対し
て、国民が感じる安心感の効
果
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事
前

評
価

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
）

地
区

名
（

　
綱

井
　

）

必
須

優
先

整
備
が
必
要
な
主
た
る
理
由

現
状
の

課
題

か
ら

事
業

が
必

要
な

主
な

理
由

○

・
区

画
が

狭
小

・
不

整
形
で
あ
り
、
水
路
の
経
年
劣
化
が
進
行
す
る
な
ど
、
生
産
基
盤
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
農
地
集
積
が
進
ん
で
い
な

い
。

・
排

水
不

良
の

湿
田

が
多
く
、
高
収
益
作
物
の
導
入
も
進
ん
で
い
な
い
。

地
域
状
況

に
よ

る
緊

急
性

○
上

記
理

由
に

よ
り

、
生
産
性
が
低
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

農
業
生
産

性
の

向
上

を
図

る
必

要
性

が
あ

る
○

農
地

の
集

積
・

集
約

化
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大
、
ほ
場
の
区
画
拡
大
な
ど
に
よ
り
生
産
性
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

農
業
総
生

産
の

維
持

・
増

大
を

図
る

必
要

性
が

あ
る

○
暗

渠
排

水
、

客
土

等
に
よ
る
排
水
対
策
を
行
い
、
高
収
益
作
物
の
導
入
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

農
業
生
産

の
選

択
的

拡
大

を
図

る
必

要
性

が
あ

る
○

水
田

畑
地

化
に

よ
り

、
主
要
品
目
で
あ
る
小
ね
ぎ
等
の
産
地
拡
大
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

農
業
構
造

の
改

善
を

図
る

必
要

性
が

あ
る

○
ほ

場
の

大
区

画
化

や
農
地
の
集
約
化
を
行
い
、
担
い
手
に
よ
る
効
率
的
な
営
農
の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

農
村
生
活

環
境

の
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

る
－

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

関
連
事
業
と
の
進
捗
調
整
等

○
費

用
対

効
果

分
析

費
用
便
益
分
析
（
Ｂ
／
Ｃ
）
等

Ｂ
/
Ｃ
１

以
上

の
効

果
が

見
込

ま
れ

る
○

　
Ｂ
/
Ｃ
＝
１
．
１
　
（
少

数
第
１
位
）

関
係
法
令
・
技
術
基
準
等
と
の
適
合

関
係
法
令

や
技

術
基

準
等

へ
の

適
合

状
況

○
土

地
改

良
法

等
の

関
係
法
令
及
び
農
林
水
産
省
「
土
地
改
良
事
業
設
計
基
準
」
等
に
準
拠
し
、
適
切
な
工
法
を
採
用
し
て
い
る
。

複
数
案
の
検
討

事
業
効

果
及

び
経

済
性

に
お

け
る

工
法

の
検

討
状

況
○

地
域

の
条

件
に

応
じ

た
工
法
等
を
採
用
し
、
経
済
的
施
工
と
し
て
い
る
。

コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
具
体
的
施
策

コ
ス
ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

の
導

入
○

現
場

発
生

土
に

つ
い

て
は
、
現
場
内
流
用
を
基
本
と
し
て
、
残
土
が
発
生
し
な
い
計
画
と
し
、
コ
ス
ト
縮
減
を
図
っ
て
い
る
。

地
域
材
、
建
設
副
産
物
の
有
効
利
用

地
域
材
の

有
効

活
用

、
地

域
内

発
生

の
建

設
副

産
物

の
使

用
○

現
場

発
生

土
に

つ
い

て
は
、
現
場
内
流
用
を
基
本
と
し
て
、
残
土
が
発
生
し
な
い
計
画
と
し
て
い
る
。

周
辺
の
住
環
境
へ
の
配
慮

周
辺
の
住

環
境

の
状

況
と

負
荷

軽
減

対
策

○
低

騒
音

型
の

建
設

機
械
を
使
用
す
る
。

残
土

処
理

の
状

況
残
土
処
理

土
量

の
低

減
対

策
と

処
理

地
で

の
環

境
配

慮
○

現
場

発
生

土
に

つ
い

て
は
、
現
場
内
流
用
を
基
本
と
し
て
、
残
土
が
発
生
し
な
い
計
画
と
し
て
い
る
。

文
化

財
の

保
護

文
化
財
等

の
調

査
及

び
保

護
○

　
起
業
地
内
の
文
化
財
調

査
を
行
い
、
文
化
財
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
保
護
を
優
先
さ
せ
る
。

用
地
取
得
の
難
易
度

地
域
地
権

者
等

の
同

意
又

は
理

解
が

得
ら

れ
て

い
る

○
　
地
元
、
受
益
者
負
担
の

１
０
０
％
同
意
が
と
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。

法
令
に
基
づ
く
調
整
事
項

法
令
に

基
づ

く
調

整
事

項
が

あ
る

（
国

立
公

園
等

）
－

 
 
特
に
な
し

事
業
実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
○

土
地

改
良

法
（

昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
２
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号

他
事

業
と

の
関

連
他
事
業
の

実
施

状
況

、
連

携
に

よ
る

効
果

、
進

捗
状

況
等

－
該

当
な

し

施
工
時
期
、
期
間
の
制
限

工
事
の

時
期

や
期

間
に

制
限

が
あ

る
（

観
光

地
等

）
－

該
当

な
し

＊
評

価
項

目
（
小

項
目

の
細

別
）
は

対
象

事
業

の
内

容
に

よ
り

記
述

が
異

な
る

場
合

が
あ

る
。

＊
「
該
当
及
び

適
否

」
の

欄
で

該
当

し
て
適
で
あ
れ
ば
「
○
」
、
該
当
す
る
が
不
適
で
あ
れ
ば

「
×

」
、

該
当

し
な

け
れ

ば
「

－
」

を
記

入
す

る
。

＊
「
該
当
及
び

適
否

」
の

欄
の

「
必

須
」
の
欄
が
「
○
」
で
な
け
れ
ば
採
択
は
不
可
と
す
る
。

地
元
説
明

や
用

地
取

得
(
用

地
使

用
承

諾
)
に

関
し

て
市

町
村

の
支

援
が
あ
る

　
市
に
県
営
事
業
の
担
当

職
員
が
配
置
さ
れ
、
協
力
体
制
は
図
ら
れ
て
い
る
。

○

地
元
要
望
、
協
力
体
制

要
望
書
の

提
出

、
事

業
実

施
に

対
す

る
推

進
体

制
が

あ
る

○
　
令
和
２
年
２
月
に
農
事

組
合
法
人
「
綱
井
フ
ァ
ー
ム
」
が
設
立
さ
れ
、
地
元
か
ら
早
期
事
業
着
手
が
望
ま
れ
い
る
。

　
該

当
な

し

　
該

当
な

し
－○ －

周
辺
の
景

観
へ

の
配

慮
　
該
当
な
し

景
観

へ
の

配
慮

地
形
、
地

質
、

水
利

状
況

等
か

ら
み

て
、

当
該

事
業

の
施

工
の

技
術

的
実
現
性

○
　

当
該

事
業

は
、

標
準

的
な
工
法
で
、
技
術
的
な
問
題
は
な
い
。

○
事
業
実
施

要
綱

・
要

領
に

規
定

さ
れ

た
事

業
内

容
、

採
択

基
準

の
要

件
へ
の
適

合
状

況
　

事
業

実
施

要
綱

要
領

等
に
規
定
さ
れ
た
事
業
内
容
、
採
択
基
準
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
。

 
 
安

心
・

活
力

・
発

展
プ
ラ
ン
2
0
1
5
：
大
分
県
長
期
計
画

 
 
大

分
県

農
林

水
産

業
振
興
計
画
：
大
分
県
農
林
水
産
部
長
期
計
画

都
道
府
県

や
市

町
村

が
策

定
す

る
振

興
計

画
や

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画
と
の

整
合

性

担
い
手
ア

ク
シ

ョ
ン

サ
ポ

ー
ト

事
業

の
農

地
の

利
用

調
整

活
動

等
の

市
町
村
等

の
耕

作
放

棄
地

解
消

の
た

め
の

施
策

と
の

整
合

性

高
生
産
性

優
良

農
業

地
域

対
策

に
基

づ
く

広
域

農
業

農
村

整
備

促
進

計
画
と
の

整
合

性

国
営
事
業

等
関

連
す

る
他

の
公

共
事

業
と

の
関

係
で

緊
急

性
が

高
い

－ ○
土
地
生
産

性
及

び
労

働
生

産
性

の
維

持
・

向
上

効
果

額
（

受
益

面
積

あ
た
り
）

　
8
,
6
8
4
千

円
/
h
a
 
　

他
産
業
へ
の
経
済
波
及
効
果
が
見
込
め
る
。

　
現

況
1
4
.
8
%
→

計
画

8
0
.
9
%
 
　
基
盤
整
備
を
契
機
に
農
事
組
合
法
人
や
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
を
図
る
。

　
1
,
5
4
1
千

円
/
h
a
 
　

基
盤
整
備
の
実
施
に
よ
り
土
地
生
産
性
及
び
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
。

上
位
計
画
等
と
の
関
連

事
業

の
根

拠
法

令
・
採

択
要

件

自
然
環
境
へ
の
配
慮

周
辺
の
自

然
環

境
へ

の
影

響
と

負
荷

軽
減

対
策

　
低

排
出

ガ
ス

型
の

建
設
機
械
を
使
用
す
る
。

○ ○

○

他
産
業
へ

の
経

済
波

及
効

果
額

（
受

益
面

積
当

た
り

）

－

○
事

業
の

成
立

性

大
 
項
 
目

中
　

　
項

　
　

目

事
業

実
施
環
境

○
事

業
の

特
殊

性

○
整

備
効

果

○
事

業
の

実
効

性

○
環

境
等

へ
の

配
慮

事
業
の

必
要
性

事
業
手
法

・
工
法
の

妥
当
性

技
術
的
難
易
度

市
町
村
の
協
力
体
制

小
 
項
 
目
 
の
 
具
 
体
 
的
 
な
 
内
 
容
（
記
載
例
）

○
必

要
性

・
緊

急
性

○
コ

ス
ト

縮
減

○
工

法
の

妥
当

性

緊
急
を
要
す
る
現
状
の
課
題

事
業
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
果

該
当
及
び
適
否

小
項
目

小
項

目
の

細
別

当
該
事
業

を
早

急
に

実
施

し
な

け
れ

ば
、

他
事

業
の

進
捗

等
に

著
し

い
影
響
が

生
じ

る
－

　
該
当
な
し

担
い
手
の

経
営

等
農

用
地

面
積

の
割

合
（

受
益

面
積

当
た

り
）

8-4



様式２－１

事業採択年度 採択年度： H23 着工年度： H23

事業実施予定期間 当初： H23　～　R2 変更： H23　～　R5

計画概要 道路工　L=3,678.3m（W=4.0m（6.0m））

橋梁工　3橋　L=43.0m

計画期間

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

道路工 3,741.0m 663 3,678.3m 595 3,728.3m 638

橋梁工 59.0m 109 43.0m 176 53.0m 217

測量及び試験費 一式 102 一式 152 一式 189

用地及び補償費 一式 116 一式 109 一式 100

計 990 1,032 1,144

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（当初） 1,144 　単位：百万円

H26年度まで 344 344 道路工 橋梁工　外 30.0

H27 60 404 道路工 測試　　 外 35.3

H28 55 459 道路工 測試　　 外 40.1

H29 123 582 道路工 橋梁工　外 50.8

H30 192 773 道路工 測試　　 外 67.6

R1 140 913 道路工 橋梁工　外 79.8

R2 30 943 橋梁工 測試　 　外 82.4

R3 110 1,053 道路工 橋梁工　外 92.0

R4 56 1,109 道路工 96.9

R5以降 35 1,144 道路工 100.0

・用地買収に関する同意を得られず、路線変更を行う必要が生じ,時間を要している。

 事業採択後、長期間が経過し、なお継続中の事業

　経営体育成基盤整備事業【通作条件整備型（基幹農道整備）】　奈狩江地区

　杵築市大字大内～守江

今回再評価（R2）当初計画

所在地・工区名

未着工・未完了の理由 用地買収に関する同意を得られず、路線変更を行う必要が生じ、時間を要している。

再評価基準

H23　～　R5

全
体
事
業
概
要

事
業
費
の
推
移

H23　～　R2

工　　　種

前回評価時（H27）

再評価書

・用地買収に関する同意を得られず、路線変更を行う必要が生じ,時間を要している。
・R2年度末進捗状況については82.4％

事業の目的
　本事業により、オレンジロード杵築線から市道守江循環線に至る農道を整備し、農業生産の近代化、農産物
の集出荷合理化、併せて農村生活環境の整備を図る。

事業進捗の状況

H23　～　R3

事業名・路線河川港地区名等

事
業
の
概
要
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様式２－２

費用便益の分析

事業の成立性

◆費用便益比が依然1.0以上であり、経済効果を有している。
事業採択時（H23）：総便益B = 17.6億円、総費用C = 12.4億円　⇒　B/C=1.4
前回評価時（H27）：総便益B = 21.9億円、総費用C = 15.5億円　⇒　B/C=1.4
今回再評価（R02）：総便益B = 26.4億円、総費用C = 21.3億円　⇒　B/C=1.2

事業採択時

◆整備効果は、下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・運搬車両の大型化、輸送時間の短縮により、輸送の効率化が図られ、輸送コストの縮減となる。
・大型機械の搬入が可能となり、生産性が向上する。
・荷傷み防止等による品質の向上が図られる。
・離合困難の解消による生活環境の改善が図られる。
・以上より農業経営の安定化や生活環境の改善に貢献することができる。

対
応
方
針

・「継続」

・流通経路の改善を促し、農産物及び生産資材の円滑な輸送をいち早く確立させ、輸送による走行経費の節減
及び農業経営の安定が図られる。
・市や地元からの要望が強く、理解・協力は得られている。
以上の理由から、事業継続としたい。

対応方針案

理由

◆事業の成立性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良法第2条第2項第1号に基づく事業である。
・杵築市総合計画との整合が図られている。

◆事業の成立性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良事業計画設計基準「農道」に準拠し設計を行い、特殊性は要していない。

事
業
実
施
環
境

事業の特殊性

事業の実効性

環境等への配慮

◆社会状況の変化は、下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・高齢化の進行、担い手不足などで農業経営が厳しくなっている。
・路面の粗悪、幅員狭小といった障害があり、農作物の荷積みや荷降ろし等の作業時や搬入時に支障をきたし
ている。
・周辺の道路は国道213号を中心に渋滞が起こっており、輸送経路の確保が課題である。

◆地元情勢の変化は、下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・地元や関係市からの要望も強く、事業実施への理解、協力は概ね得られている。しかし、用地交渉において、
一部地権者から同意を得られず、路線変更を行う必要が生じた。現在、変更路線について、関係地権者の内諾
を得ている状況である。

◆必要性・緊急性は、下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・農業用大型機械等の搬入は困難であり、生産コストが割高となっている。
・現道は幅員が狭小であるため、農産物の輸送は、軽トラックによる輸送であり、生産コストが割高となっている。
・路面状態が粗悪であるため、農産物の品質へ影響を及ぼしている。。
・幅員が狭小であるため、離合も困難であり、生活環境に影響を及ぼしている。
・以上より杵築地域の流通体系を整備し、流通高能率化を図るため、本事業を実施する必要がある。

必要性・緊急性

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

整備効果

地元情勢の変化

工法の妥当性
◆工法の妥当性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良法等の関係法令及び土地改良事業計画設計基準「農道」に準拠し、適切な工法を採用している。
・地元要望を踏まえ、地域の条件に応じた工法等を検討し、経済的な工法としている。

コスト縮減

費用便益比（B/C)

事
業
の
必
要
性

再評価書

費
用
便
益
分
析

事
業
環
境
の
変
化

社会状況の変化
（社会・経済情勢の変化）

◆事業の実効性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良法に基づく、地元から申請された事業であり、各工区ごとに道路委員会が結成されている。
・地元説明や用地取得に関しては、杵築市も一体となって説明・交渉等を行っている。
・土地改良法手続きにより、受益者の同意を得ている。
・道路協議が必要であるが、事前協議済みである。

◆コスト縮減は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・道路線形の比較検討を行い、経済的な道路線形を採用している。

前回再評価時（H27） 今回再評価時

1.4 1.4 1.2

◆環境等への配慮は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・建設発生土について、可能な限り現場内流用とし、不足分については近傍の公共工事間の流用を行う。
・側溝施工時は小動物や昆虫が脱出できるように環境配慮型水路を設置することで、地域の環境に配慮してい
る。
・騒音、振動対策として低騒音、低振動の施工機械を使用する。
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名 経営体育成基盤整備事業（通作条件整備型）基幹農道整備　　奈狩江地区

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

道路工 L=3,781ｍ 1,120,370

投資期間 関連事業費 399,548 藤の川茅場地区（L=1,897m）

H22～R45 維持管理費 1,229,182

(期間の内訳)

事業期間

H22～R5

維持管理期間

R6～R45

2,749,101 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

品質向上効果 647,150

測定期間 維持管理費節減効果 -7,311

H22～R45 営農に係る走行経費節減効果 3,319,727

一般交通等経費節減効果 432,461

(期間の内訳)

事業期間

H22～R5

維持管理期間

R6～R45

4,392,027 割引前の総便益

総費用額 (C) 2,130,710 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 2,644,196 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

2,644,196　／　2,130,710　＝　1.24　≒　1.2

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

評価項目

合　　　　　計
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再

評
価

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
(
農

道
事

業
)

地
区

名
（

奈
狩

江
地

区
）

整
備

が
必

要
な

主
た

る
理

由
現

状
の

課
題

か
ら

事
業

が
必

要
な

主
な

理
由

■
■

本
地
域
の
流
通
体
系
を
整
備
し
、
農
産
物
の

輸
送

の
効

率
化

を
図

る
。

（
変

更
な

し
）

路
線

現
況

■
■

路
面
の
粗
悪
、
幅
員
狭
小
、
周
辺
道
路
の
渋

滞
等

が
発

生
し

営
農

に
支

障
を

き
た

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

道
路

幾
何

構
造

■
■

道
路
幅
員
2
.
0
～
3
.
0
m
、
最
小
曲
線
半
径
3
0
m
、

縦
断

勾
配

1
1
%
（

変
更

な
し

）

農
業

用
大

型
機

械
の

搬
入

状
況

■
■

農
業
用
大
型
機
械
等
の
搬
入
は
困
難
で
あ
り

、
生

産
コ

ス
ト

が
割

高
と

な
っ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

農
産

物
の

輸
送

形
態

■
■

現
道
は
幅
員
が
狭
小
で
あ
る
た
め
、
農
産
物

の
輸

送
は

、
軽

ト
ラ

ッ
ク

に
よ

る
輸

送
で

あ
り

、
生

産
コ

ス
ト

が
割

高
と

な
っ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

代
替

路
の

有
無

□
□

（
該
当
な
し
）

関
連

事
業

と
の

進
捗

調
整

等
関

連
事

業
の

進
捗

等
へ

の
影

響
■

■
一
般
農
道
藤
の
川
茅
場
地
区
が
完
了
し
た
こ

と
に

伴
い

、
早

期
の

効
果

発
現

を
図

る
た

め
、

早
急

に
整

備
が

必
要

。
（

変
更

）

輸
送

コ
ス

ト
の

縮
減

■
■

運
搬
車
両
の
大
型
化
、
輸
送
時
間
の
短
縮
に

よ
り

、
輸

送
の

効
率

化
が

図
ら

れ
、

輸
送

コ
ス

ト
の

縮
減

と
な

る
。

（
変

更
な

し
）

大
型

機
械

搬
入

に
よ

る
生

産
性

の
効

率
化

■
■

大
型
機
械
の
搬
入
が
可
能
と
な
り
、
生
産
性

が
向

上
す

る
。

（
変

更
な

し
）

代
替

路
と

し
て

の
位

置
づ

け
□

□
（
該
当
な
し
）

□
□

（
該
当
な
し
）

費
用

対
効

果
分

析
費

用
便

益
分

析
（

B
/
C
）

等
費

用
便

益
分

析
(
B
/
C
)
１

以
上

、
も

し
く

は
貨

幣
化

が
困

難
な

効
果

を
考

慮
し

た
場

合
に

費
用

を
超

え
た

効
果

が
見

込
ま

れ
る

■
■

　
　
　
B
/
C
=
1
.
4
（
前
回
）

 
 
 
　
　
　
 
1
.
2
（
今
回
）
　
　
（
少
数
第

１
位

）

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

関
係

法
令

や
技

術
基

準
等

へ
の

適
合

状
況

■
■

土
地
改
良
法
等
の
関
係
法
令
及
び
土
地
改
良

事
業

計
画

設
計

基
準

「
農

道
」

に
準

拠
し

、
適

切
な

工
法

を
採

用
し

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

複
数

案
の

検
討

効
果

と
経

済
性

に
お

け
る

複
数

案
の

検
討

■
■

地
元
要
望
を
踏
ま
え
、
地
域
の
条
件
に
応
じ

た
工

法
等

を
検

討
し

、
経

済
的

な
工

法
と

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
具

体
的

施
策

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
工

種
・

工
法

の
導

入
■

■
工
法
の
比
較
検
討
を
行
い
、
経
済
的
な
工
法

を
採

用
し

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

地
域

材
、

建
設

副
産

物
の

有
効

利
用

地
域

材
の

有
効

利
用

、
地

域
内

発
生

の
建

設
副

産
物

の
使

用
□

□
（
該
当
な
し
）

自
然

環
境

へ
の

配
慮

自
然

環
境

の
配

慮
を

し
て

い
る

■
■

側
溝
施
工
時
は
小
動
物
や
昆
虫
が
脱
出
で
き

る
よ

う
に

環
境

配
慮

型
水

路
を

設
置

す
る

こ
と

で
、

地
域

の
環

境
に

配
慮

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

周
辺

の
住

環
境

へ
の

配
慮

周
辺

の
住

環
境

へ
の

配
慮

を
し

て
い

る
■

■
騒
音
、
振
動
対
策
と
し
て
低
騒
音
、
低
振
動

の
施

工
機

械
を

使
用

す
る

（
変

更
な

し
）

景
観

へ
の

配
慮

景
観

へ
の

配
慮

を
し

て
い

る
□

□
（
該
当
な
し
）

残
土

処
理

の
状

況
残

土
処

理
に

よ
る

環
境

の
影

響
が

抑
え

ら
れ

て
い

る
■

■
建
設
発
生
土
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
現
場

内
流

用
と

し
、

不
足

分
に

つ
い

て
は

近
傍

の
公

共
工

事
間

の
流

用
を

行
う

。
（

変
更

な
し

）

文
化

財
の

保
護

文
化

財
の

保
護

対
策

を
お

こ
な

っ
て

い
る

□
□

（
該
当
な
し
）

地
元

要
望

、
協

力
体

制
地

元
要

望
（

要
望

書
等

）
、

地
元

の
協

力
体

制
（

期
成

会
等

）
が

あ
る

■
■

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
、
地
元
よ
り
申
請
さ

れ
た

事
業

で
あ

り
、

各
工

区
ご

と
に

道
路

委
員

会
が

結
成

さ
れ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

市
町

村
の

協
力

体
制

地
元

説
明

や
用

地
取

得
に

関
し

て
市

町
村

の
支

援
が

あ
る

■
■

地
元
説
明
や
用
地
取
得
に
関
し
て
は
、
杵
築

市
も

一
体

と
な

っ
て

説
明

・
交

渉
等

を
行

っ
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

用
地

取
得

の
難

易
度

地
域

地
権

者
等

の
同

意
又

は
理

解
が

得
ら

れ
て

い
る

■
■

土
地
改
良
法
手
続
き
に
よ
り
、
地
元
や
関
係

市
か

ら
の

要
望

も
強

く
、

事
業

実
施

へ
の

理
解

、
協

力
は

概
ね

得
ら

れ
て

い
た

が
、

一
部

地
権

者
か

ら
同

意
を

得
ら
れ
ず
、
路
線
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た

。
現

在
、

変
更

路
線

に
つ

い
て

、
関

係
地

権
者

の
内

諾
を

得
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

（
変

更
）

法
令

等
に

基
づ

く
調

整
事

項
法

令
に

基
づ

く
調

整
事

項
が

あ
る

■
■

道
路
協
議
が
必
要
で
あ
る
が
、
事
前
協
議
済

み
で

あ
る

。
（

変
更

な
し

）
新
た
に
河
川
協
議
が
必
要
と
な
る
。
（
R
2
実
施

）
（

変
更

）

上
位

計
画

等
と

の
関

連
農

村
振

興
基

本
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

■
■

杵
築
市
総
合
計
画
と
の
整
合
が
図
ら
れ
て
い

る
。

　
　

 
（

変
更

な
し

）

事
業

実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
■

■
土
地
改
良
法
第
2
条
第
2
項
の
1
に
基
づ
き
事

業
を

実
施

。
（

変
更

な
し

）

事
業

の
採

択
要

件
を

満
た

し
て

い
る

■
■

受
益
面
積
 
 
 
2
0
7
.
0
h
a
 
 
 
 
>
 
 
5
0
.
0
h
a
 
 
 
（

変
更

な
し

）
総
事
業
費
　
 
1
1
.
4
億
円
 
 
 
>
 
 
1
億
円
以
上

（
前

回
1
0
.
3
億

円
）

車
道
幅
員
　
 
6
.
0
m
　
 
 
 
 
 
>
 
 
4
.
0
m
（
変
更

な
し

）

他
事

業
と

の
関

連
他

事
業

の
実

施
状

況
、

連
携

に
よ

る
効

果
、

進
捗

状
況

等
■

■
一
般
農
道
藤
の
川
茅
場
地
区
と
並
行
し
て
事

業
実

施
。

（
変

更
な

し
）

施
工

時
期

・
期

間
の

制
限

工
事

の
実

施
時

期
・

期
間

へ
の

制
限

□
□

（
該
当
な
し
）

技
術

的
難

易
度

技
術

面
か

ら
の

事
業

の
事

業
の

実
現

性
□

□
（
該
当
な
し
）

＊
「

小
項

目
の

細
別

」
は

、
対

象
事

業
の

内
容

に
よ

り
記

述
が

異
な

る
場

合
が

あ
る

。

＊
該

当
あ

り
項

目
は

■
、

該
当

な
し

項
目

は
□

で
記

載
。

※
太

枠
着

色
部

は
、

修
正

不
可

（
様

式
統

一
項

目
）

小
項

目
状
況
（
前
回
評
価
か
ら
の
変
化
点
及
び
現
状
）

事
業

の
特

殊
性

事
業

実
施

環
境

大
項

目
中

項
目

小
項

目
の

細
別

緊
急

を
要

す
る

現
状

の
課

題
必

要
性

・
緊

急
性

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果
整

備
効

果

工
法

の
妥

当
性

コ
ス

ト
縮

減

前
回

今
回

環
境

等
へ

の
配

慮

事
業

の
実

効
性

事
業

の
根

拠
法

令
・

採
択

要
件

事
業

の
成

立
性

事
業

の
必

要
性

事
業

手
法

・
工

法
の

妥
当

性
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様式２－１

事業採択年度 採択年度： H23 着工年度： H23

事業実施予定期間 当初： H23　～　Ｈ28 変更： H23　～　R6

計画概要 ・農業用用排水施設整備（15工区） L=9,.396m

・ほ場整備（1工区） 5.9ha

・農道整備（4工区） L=5,216m

・農業集落道（9工区） L=3,853m

・農業集落排水路整備（1工区）

・農業集落防災安全施設（4工区）

・交流施設基盤整備（1工区）

効果促進 ・鳥獣侵入防止施設（13工区） L=56,044m

計画期間

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

用排水路 9,396.0m 269 9,396.0m 310 9,396.0m 309

ほ場 5.9ha 47 5.9ha 59 5.9ha 52

農道 5,216.0m 246 5,216.0m 246 5,216.0m 320

農業集落道 3,853.0m 320 3,853.0m 329 3,853.0m 299

農業集落排水 1工区 27 1工区 28 1工区 37

集落防災安全 4工区 25 4工区 24 4工区 22

交流施設基盤 1工区 13 1工区 19

測量及び試験費 一式 375 一式 297 一式 313

用地買収補償費 一式 137 一式 137 一式 147

換地費 一式 9 一式 9 一式 9

効果促進事業 13工区 433 13工区 436

工事雑費

計 1,454 1,885 1,963

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（当初） 1,963 　単位：百万円

H23 259 259 農業用用排水、ほ場 農業集落道、防災安全 13.2

H24 360 619 農業用用排水、ほ場 農業集落道 31.5

H25 165 784 農業用用排水、ほ場 農業集落道 40.0

H26 140 924 農業用用排水、ほ場 農業集落道 47.1

H27 116 1,040 農業用用排水、ほ場 農業集落道、集落排水、交流 53.0

H28 131 1,171 農業用用排水、ほ場 農業集落道、交流 59.7

H29 88 1,259 農道 農業集落道、交流 64.1

H30 216 1,475 農道 農業集落道、防災安全、交流 75.1

R1 140 1,615 農道 農業集落道、防災安全、交流 82.3

R2 30 1,645 農道 農業集落道、交流 83.8

R3 100 1,745 農道 農業集落道 88.9

R4以降 218 1,963 農道 農業集落道 100.0

H23　～　R6

事
業
費
の
推
移

事業進捗の状況 　令和元年度末の事業進捗状況は82.3％（変更後事業費ベース）。
　関係機関との調整を行いながら、計画的に事業を進めている。

工　　　種

農道整備及び農業集落道整備において、用地測量や用地交渉に遅れが見られるが、区長や地元関係者を通
じて調整を図ったことで、概ね了承が得られている状況である。

生活環境

未着工・未完了の理由
農道整備及び農業集落道整備において、用地測量や用地交渉に遅れが見られるが、区長や地元関係者を通
じて調整を図ったことで、概ね了承が得られている状況である。

当初計画 前回評価時（Ｈ27） 今回再評価（R2）

H23　～　Ｈ28 H23　～　R2

全
体
事
業
概
要

生産基盤

再評価書

事
業
の
概
要

事業名・路線河川港地区名等 中山間地域総合整備事業　日出山香地区

所在地・工区名 杵築市　・　速見郡日出町

事業の目的
中山間地域の活性化に意欲のある地域を対象として、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の展開方向
を探り、農業生産基盤の整備と併せて農村生活環境基盤の整備を総合的に行い、農業・農村の活性化を図
る。

再評価基準 事業採択後、長期間が経過し、なお継続中の事業
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様式２－２

費用便益の分析

事業の特殊性
◆事業の成立性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良事業計画設計基準「農道」に準拠し設計を行い、特殊性は要していない。

対
応
方
針

対応方針案 ・「継続」

理由

・生産基盤の整備による農業生産の向上、農業経営の安定化、また生活基盤の整備による農家・地元住民の日
常生活の利便性向上が図られる。
・市や地元からの要望が強く、理解・協力は得られている。

　以上の理由から、事業継続としたい。

環境等への配慮

◆環境等への配慮は下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・建設発生土については、現場内流用を基本として、残土の発生を最小限に抑えることとしている。
 残土が発生した場合は、近傍の公共事業に流用することで、環境等へ配慮している。
・騒音・振動対策として低騒音・低振動の施工機械を使用するとともに、工事に伴う濁水が流出しないよう配慮し
て工事を進めることとしている。

事
業
実
施
環
境

事業の実効性

◆事業の実効性は下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・土地改良法に基づき地元から申請された事業であり、地元関係者の事業同意が得られている。
・杵築市及び日出町は地元説明会や立会、要望・苦情処理の対応等が迅速であり、事業推進体制が整備されて
いる。

事業の成立性
◆事業の成立性は下記のとおりであり、前回再評価時から大幅な変更はない。
・土地改良法第2条第2項第1号及び第2号に基づく事業である。
・杵築市総合計画、日出町総合計画との整合が図られている。

工法の妥当性
◆工法の妥当性は下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・土地改良法等の関係法令及び土地改良事業計画設計基準「農道」、「水路工」等に準拠し、適切な工法を採用
している。

コスト縮減
◆コスト縮減は下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・建設発生土については、現場内流用を基本として、残土の発生を最小限に抑えることとしている。
 残土が発生した場合は、近傍の公共事業に流用予定で、運搬距離を抑え、コスト縮減を図っている。

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

費
用
便
益
分
析

費用便益比（B/C)

事業採択時 前回再評価時 今回再評価時

1.3 1.2 1.3

◆費用便益費が依然1.0以上であり、経済効果を有している。
今回再評価（R02）：総便益B = 33.0億円、総費用C = 42.9億円　⇒　B/C=1.3
H27より「国産農産物安定供給効果」を追加することとなったため、効果算定の見直しを行い、便益が増加した。

事
業
の
必
要
性

必要性・緊急性

◆必要性・緊急性は、下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・水路の土砂の堆積等による閉塞や老朽化による漏水が著しく、用水の安定供給に支障をきたしているため、地
元が簡易補修や土砂撤去等を実施しており、多大な労力を費やしている。
・未整備の農道では、走行の安全性や作業効率が悪く、営農に苦慮している。
・農業者の高齢化と担い手不足が顕在化している。
・以上より農業経営の安定、農業所得の向上や営農条件の改善を図るため、本事業を実施する必要がある。

整備効果

◆整備効果は、下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・水路整備により、安定した用水の確保と維持管理費の節減が図られている。
・農道整備により、走行の安全性の確保や農作業の効率化等、営農条件の改善が図られている。
・以上より農業経営の安定化や生活環境の改善に貢献している。

再評価書

事
業
環
境
の
変
化

社会状況の変化
（社会・経済情勢の変化）

◆社会状況の変化は、下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・用排水路について、土砂の堆積等によって閉塞が生じていたため、農業用水の安定供給の確保と土砂の浚渫
等、維持管理の削減が課題となっている。
・農道幅員は狭小であるため、農作業用車両のすれ違いも困難で、効率的な営農に支障をきたしている。

地元情勢の変化
◆地元情勢の変化は、下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・地元や関係市町からの要望も強く、事業実施への理解、協力は概ね得られている状況である。
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

当該事業費 1,936,683 （用補、測試含む）

投資期間 維持管理費 2,755,511

H23～R46

(期間の内訳)

事業期間

H23～R6

維持管理期間

R7～R46

4,692,194 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

作物生産効果 3,199,661

測定期間 営農経費節減効果 1,925,379

H23～R46 維持管理費節減効果 -29,670

(期間の内訳) 国産農産物安定供給効果 342,144 H27から追加

事業期間 営農に係る走行経費節減効果 1,000,586

H23～R6 一般交通等経費節減効果 131,344

維持管理期間 生活環境改善効果 888,680

R7～R46 災害時応急対策効果 204,732

景観・環境保全効果 115,120

7,777,976 割引前の総便益

総費用額 (C) 3,303,012 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 4,287,610 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

中山間地域総合整備事業　日出山香地区

4,287,610　／　3,303,012　＝　 1.30 　≒　1.3
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再

評
価

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
(
中

山
間

地
域

総
合

整
備

事
業

)
地

区
名

（
日

出
山

香
）

整
備
が
必
要
な
主
た
る
理
由

現
状

の
課

題
か

ら
事

業
が

必
要

な
主

な
理

由
■

■
本

地
域

は
農

業
を

め
ぐ

る
生

活
環

境
の

変
化

や
農

業
者

の
高

齢
化

と
担

い
手

不
足

が
顕

在
化

し
て

い
る

た
め

、
農

業
生

産
の

効
率

化
や

生
活

環
境

の
改

善
を

実
現

す
る

こ
と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

機
能

低
下

■
■

水
路

の
土

砂
の

堆
積

等
に
よ

る
閉

塞
や

老
朽

化
に

よ
る

漏
水

が
著

し
く

、
用

水
の

安
定

供
給

に
支

障
を

き
た

し
て

い
る

た
め

、
地

元
が

簡
易

補
修

や
土

砂
撤

去
等

を
実

施
し
て

お
り

、
多

大
な

労
力

を
費

や
し

て
い

る
。

未
整

備
の

農
道

で
は

、
走
行

の
安

全
性

や
作

業
効

率
が

悪
く

、
営

農
に

苦
慮

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

耐
用

年
数

経
過

■
■

既
存

農
業

用
用

排
水

施
設
は

、
昭

和
3
0
年

代
に

設
置

さ
れ

て
お

り
6
0
年

以
上

年
経

過
し

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

維
持

管
理

費
の

割
高

■
■

用
排

水
路

に
つ

い
て

、
土
砂

の
堆

積
等

に
よ

っ
て

閉
塞

が
生

じ
て

い
た

た
め

、
農

業
用

水
の

安
定

供
給

の
確

保
と

土
砂

の
浚

渫
等

、
維

持
管

理
の

削
減

が
課

題
と

な
っ

て
い
る

。

関
連
事
業
と
の
進
捗
調
整
等

関
連

事
業

と
の

進
捗

調
整

が
必

要
で

あ
る

□
□

（
該

当
な

し
）

農
業

生
産

性
の

維
持

向
上

■
■

作
物
生
産
効
果
、
営
農
経
費
節
減
効
果
、
維
持
管
理
費
節
減
効
果
、
営
農
に
係
る
走
行
経
費
節
減
効
果
、
一
般
交
通
等
経
費
節
減
効
果
（
変
更
な
し
）

国
産
農
産
物
安
定
供
給
効
果
（
H
2
7
か
ら
追
加
）

農
村

生
活

環
境

の
整

備
■

■
生

活
環

境
改

善
効

果
、

災
害

時
応

急
対

策
効

果
、

景
観

・
環

境
保

全
効

果
（

変
更

な
し

）

（
※

そ
の

他
細

別
項

目
記

入
）

□
□

（
該

当
な

し
）

○
費
用
対
効
果
分
析

費
用
便
益
分
析
（
B
/
C
）
等

費
用

便
益

分
析

(
B
/
C
)
１

以
上

、
も

し
く

は
貨

幣
化

が
困

難
な

効
果

を
考

慮
し

た
場

合
に

費
用

を
超

え
た

効
果

が
見

込
ま

れ
る

■
■

Ｂ
／

Ｃ
＝

　
（

前
回

）
１
．

２
、

（
今

回
）

１
．

３
　

　
（

少
数

第
１

位
）

関
係
法
令
・
技
術
基
準
等
と
の
適

合
関

係
法

令
や

技
術

基
準

等
へ

の
適

合
状

況
■

■
土

地
改

良
設

計
基

準
に

基
づ

き
、

適
合

し
た

工
法

を
採

用
し

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

複
数
案
の
検
討

事
業

効
果

及
び

経
済

性
に

お
け

る
複

数
案

の
検

討
状

況
■

■
地

域
の

条
件

に
応

じ
た

工
法

等
を

採
用

し
、

経
済

的
施

工
と

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
具
体
的
施

策
コ

ス
ト

縮
減

に
向

け
た

工
種

・
工

法
の

導
入

■
■

工
法

等
の

比
較

検
討

を
行
い

、
経

済
的

な
工

法
を

採
用

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

地
域
材
、
建
設
副
産
物
の
有
効
利

用
地

域
材

の
有

効
利

用
、

地
域

内
発

生
の

建
設

副
産

物
の

使
用

■
■

残
土

が
発

生
し

た
場

合
は
、

近
傍

の
公

共
事

業
に

流
用

予
定

で
、

運
搬

距
離

を
抑

え
、

コ
ス

ト
縮

減
を

図
っ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

自
然
環
境
へ
の
配
慮

周
辺

の
自

然
環

境
へ

の
影

響
と

負
荷

軽
減

対
策

■
■

工
事

に
伴

う
濁

水
が

流
出
し

な
い

よ
う

配
慮

す
る

。
（

変
更

な
し

）

周
辺
の
住
環
境
へ
の
配
慮

周
辺

の
住

環
境

の
状

況
と

負
荷

軽
減

対
策

■
■

騒
音

、
振

動
対

策
と

し
て
低

騒
音

、
低

振
動

の
施

工
機

械
を

使
用

す
る

（
変

更
な

し
）

景
観
の
配
慮

周
辺

の
景

観
へ

の
配

慮
□

□
（

該
当

な
し

）

残
土
処
理
の
状
況

残
土

処
理

土
量

の
低

減
対

策
と

処
理

地
で

の
環

境
配

慮
■

■
建

設
発

生
土

に
つ

い
て

、
可

能
な

限
り

現
場

内
流

用
と

し
、

不
足

分
に

つ
い

て
は

近
傍

の
公

共
工

事
間

の
流

用
を

行
う

。
（

変
更

な
し

）

文
化
財
の
保
護

文
化

財
等

の
調

査
及

び
保

護
□

□
（

該
当

な
し

）

地
元
要
望
、
協
力
体
制

要
望

書
の

提
出

、
事

業
実

施
に

対
す

る
推

進
体

制
が

あ
る

■
■

土
地

改
良

法
に

基
づ

く
、
地

元
よ

り
申

請
さ

れ
た

事
業

で
あ

り
、

各
工

区
ご

と
に

道
路

委
員

会
が

結
成

さ
れ

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

市
町
村
の
協
力
体
制

地
元

説
明

や
用

地
取

得
(
用

地
使

用
承

諾
)
に

関
し

て
市

町
村

の
支

援
が

あ
る

■
■

地
元

説
明

や
用

地
取

得
に
関

し
て

は
、

市
も

一
体

と
な

っ
て

説
明

・
交

渉
等

を
行

っ
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

用
地
取
得
の
難
易
度

地
域

地
権

者
等

の
同

意
又

は
理

解
が

得
ら

れ
て

い
る

■
■

土
地

改
良

法
手

続
に

よ
り
、

受
益

者
の

同
意

を
得

て
い

る
。

（
変

更
な

し
）

法
令
に
基
づ
く
調
整
事
項

法
令

に
基

づ
く

調
整

事
項

が
あ

る
（

国
立

公
園

等
）

□
□

（
該

当
な

し
）

上
位
計
画
等
と
の
関
連

活
性

化
の

重
点

地
区

と
し

て
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
る

。
■

■
杵

築
市

総
合

計
画

、
日

出
町

総
合

計
画

と
の

整
合

が
図

ら
れ

て
い

る
。

事
業

実
施

に
係

る
根

拠
法

令
（

条
項

）
■

■
土

地
改

良
法

第
2
条

第
2
項
第

1
号

及
び

第
2
号

に
基

づ
き

事
業

を
実

施
。

（
変

更
な

し
）

事
業

実
施

要
綱

・
要

領
に

規
定

さ
れ

た
事

業
内

容
、

採
択

基
準

の
要

件
へ

の
適

合
状

況
■

■
・

受
益

面
積

 
 
 
 
 
 
1
5
3
.
4
h
a
＞

6
0
h
a
（

変
更

な
し

）
・

生
産

基
盤

整
備

　
 
 
3
工

種
＞

2
工

種
（

変
更

な
し

）
・

五
法

指
定

の
半

島
,
過
疎

地
域

（
杵

築
市

）
、

半
島

地
域

（
日

出
町

）
に

該
当

し
て

い
る

。
（

変
更

な
し

）

他
事
業
と
の
関
連

他
事

業
の

実
施

状
況

、
連

携
に

よ
る

効
果

、
進

捗
状

況
等

□
□

（
該

当
な

し
）

施
工
時
期
、
期
間
の
制
限

工
事

の
時

期
や

期
間

に
制

限
が

あ
る

（
観

光
地

等
）

■
■

地
元

農
家

と
営

農
時

期
等
と

の
調

整
を

図
り

工
事

実
施

を
行

う
。

（
変

更
な

し
）

技
術
的
難
易
度

地
形

、
地

質
、

水
利

状
況

等
か

ら
み

て
、

当
該

事
業

の
施

工
の

技
術

的
実

現
性

□
□

（
該

当
な

し
）

＊
「

小
項

目
の

細
別

」
は

、
対

象
事

業
の

内
容

に
よ

り
記

述
が

異
な

る
場
合
が
あ
る
。

＊
該
当
あ
り
項

目
は

■
、

該
当

な
し

項
目

は
□

で
記

載
。

※
太

枠
着

色
部

は
、

修
正

不
可

（
様

式
統

一
項

目
）

事
業

の
必

要
性

事
業

手
法

・
工

法
の

妥
当

性

小
項

目
の

細
別

状
況

（
前

回
評

価
か

ら
の

変
化

点
及

び
現

状
）

大
項

目
中
項
目

小
項
目

緊
急
を
要
す
る
現
状
の
課
題

○
必
要
性
・
緊
急
性

○
整
備
効
果

事
業
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
果

○
工
法
の
妥
当
性

前
回

今
回

事
業

実
施

環
境

○
コ
ス
ト
縮
減

○
環
境
等
へ
の
配
慮

○
事
業
の
実
効
性

事
業

の
根

拠
法

令
・
採

択
要

件
○
事
業
の
成
立
性

○
事
業
の
特
殊
性
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様式２－１

危険ため池緊急整備事業 ・ 北杵築地区

杵築市大字船部

事業採択年度 採択年度：平成２３年度 着工年度：平成２３年度

事業実施予定期間 当初：　　　Ｈ２３～Ｒ２ 変更：　　　Ｈ２３～Ｒ４

計画概要
   ため池改修２ヶ所、漏水対策１ヶ所、ハザードマップ作成４池

当初計画 第１回変更（H26年）

計画期間 　Ｈ２３～Ｈ２７ 　Ｈ２３～Ｒ２ 　Ｈ２３～Ｒ４

工種 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

堤体工 １式 225 １式 439 １式 471

測量試験費 １式 36 １式 72 １式 72

用地買収
補償費

１式 4 １式 14 １式 14

計 265 525 557

変更内容・理由

事業年度 年度事業費 累計事業費 進捗率％ 摘要

全体（変更） 557 　単位：百万円

H26年度まで 229 229 41%

Ｈ27 6 235 42%

H28 0 235 42%

Ｈ29 21 256 46%

H30 17 273 49%

Ｈ31 28 301 54%

Ｒ2 40 341 61%

Ｒ3 120 461 83%

Ｒ4 96 557 100%

【事業計画の概要】

事
業
の
概
要

払川溜池の改修にあたって、土取場の選定に難航し、事業実施に遅れが生じた。（現在は選定済）
事業進捗率：54%（R1末まで）

事業の目的
地域全体の防災安全度を効率的かつ効果的に向上させ、併せて地域全体の活性化に資するよう、地域に
所在する複数のため池を対象にハード・ソフト対策を総合的に実施する。

事業進捗の状況

工　　　種

払川溜池の土取場について、当初予定した箇所で計画盛土量の確保ができず、新たな土取場の選定の必
要が生じた。これにより、事業工期が令和２年度から２年延伸し令和４年度となった。また、総事業費につい
て、土取場の変更により土の運搬距離が変更になったことや追加の地質調査を実施したことにより3千2百万
円の増額となった。

全
体
事
業
概
要

農林水産部公共事業評価要領第3条(4)
「再評価実施後、５年目となる継続中の事業」（前回：H26再評価）

再評価書

事業名・路線河川港地区名等

所在地・工区名

未着工・未完了の理由 払川溜池の改修にあたって、土取場の選定に難航し、事業完了が遅れた。

再評価基準

今回（Ｒ２年現在）

堤体工・漏水対策
ハザードマップ作成

測量試験費

測量試験費

事
業
費
の
推
移

測量試験費

測量試験費

堤体工

堤体工

堤体工
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様式２－２

費用便益の分析

事業の成立性

地元情勢の変化

事
業
の
必
要
性

対
応
方
針

・継続

・ため池が決壊し、下流域への甚大な被害をもたらす危険性を緊急に排除するためにも、改修が必要であ
る。

対応方針案

理由

◆事業の成立性は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない
・土地改良法第2条第2項第1号に基づく事業である。

◆事業の特殊性は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・地元理解を得て、１年間休耕とし、工事を実施する。
・標準的な工法を採用している。

事
業
環
境
の
変
化

現場状況状況の変化
（社会・経済情勢の変化）

環境等への配慮

◆社会状況の変化は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・許容量を超える漏水が確認され、堤体の安全性が損なわれていることが判明した。

◆地元情勢の変化は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・地元や関係市からの要望も強く、事業実施への理解、協力は得られている。

◆必要性・緊急性は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・堤体は洗掘やパイピングが発生し、脆弱化が進行しており、取水施設は老朽化も進む中、緊急放流施設
が不備で地震時の安全基準を満たしていない。また、洪水吐も断面不足であり、このまま放置すれば、ため
池の堤体が決壊する恐れがあることから、早急な改修が必要である。

必要性・緊急性

事
業
手
法
・
工
法
の
妥
当
性

再評価書

◆費用便益比は1.0以上であり、経済効果を有している。
・土の運搬距離変更や地質調査の追加による事業費の増加により、総費用が増。
・基準年の変更（Ｈ２６→Ｒ２）により、便益が増。

事
業
実
施
環
境

事業採択時

事業の特殊性

◆整備効果は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・ため池改修により、下流人家２戸（人命３名）と市道中津屋小平線、轟地蔵などの公共施設や農
地等63.3ｈａのため池決壊被害の未然防止が図られる。

工法の妥当性
◆工法の妥当性は下記のとおりであり、当初計画から大幅な変更はない。
・農林水産省農村振興局整備部監修　土地改良事業設計指針「ため池整備」に準じて、適切な工法を採用
している。

事業の実効性

費用便益比（B/C)

◆事業の実効性は下記のとおりで、前回評価時から大幅な変更はない。
・地元要望は強く、水利組合を中心とした協力体制は出来ている。
・杵築市に事業専属のスタッフが配置されており協力体制は出来ている。
・地元理解も高く、用地取得には問題が無い。
・関係法令（土地改良法等）に基づく調整は終了している。

◆コスト縮減は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・工法の比較検討を行い、経済的な工法を採用している。
・発生土は現場内流用を基本とし、最小限に抑えることとしている。
・残土が発生した場合は、近隣農地整備に利用し、コスト縮減を図っている。

再評価時 今回

1.3 1.8

◆環境等への配慮は下記のとおりであり、前回評価時から大幅な変更はない。
・杵築市の策定した農村環境整備マスタープランに基づき計画している。
・残土処理のについては、他事業とも連携し流用を図る。
・文化財の保護については、教育委員会と協議し必要な対策を行う。

1.7

コスト縮減

費
用
便
益
分
析

整備効果
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業
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所
　

位
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図
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た
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池
緊
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整

備
事

業
北

杵
築

地
区

杵
築

市
大

字
船

部

A=
63

.3
ha

A=
56

.3
ha

轟
溜

池
(受

益
面

積
17

.8
ha

)
【ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

】
た

め
池

改
修

（
完

）
、

【ｿ
ﾌ
ﾄ】

ﾊ
ｻ

ﾞｰ
ﾄﾞ

ﾏ
ｯﾌ

ﾟ（
未

）

猿
池

(受
益

面
積

21
.0

ha
)

(ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
）
－

、
（
ｿ
ﾌ
ﾄ）

ﾊ
ｻ

ﾞｰ
ﾄﾞ

ﾏ
ｯ
ﾌ
ﾟ（

未
）

中
尾

溜
池

(受
益

面
積

7.
5h

a)
(ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

）
漏

水
対

策
（
完

）
、

（
ｿ
ﾌ
ﾄ）

ﾊ
ｻ

ﾞｰ
ﾄﾞ

ﾏ
ｯ
ﾌ
ﾟ（

未
）

払
川

溜
池

(受
益

面
積

10
.0

ha
)

【
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

】
た

め
池

改
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未

）
、

【ｿ
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ﾄ】

ﾊ
ｻ
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ﾄﾞ

ﾏ
ｯ
ﾌ
ﾟ（

未
）
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様式２－３

費用便益内訳書 金額単位 ： 千円

事業名

総費用 (A) 施設名 整備規模 事業費 備考

当該事業費 557,000

投資期間 維持管理費 190,000

H23～R44

747,000 割引前の総費用

総便益 便益額 備考

災害防止効果（農業関係資産） 1,186,000

災害防止効果（一般資産） 627,000

測定期間 災害防止効果（公共資産） 260,000

H23～R44 維持管理費節減効果 -6,000

(期間の内訳)

事業完了まで

H23～R4

事業完了後

R5～R44

2,067,000 割引前の総便益

総費用額 (C) 772,000 割引率を４％として事業費を現在価値化したものの合計

総便益額 (B) 1,344,000 割引率を４％として便益額を現在価値化したものの合計

(その他の整備効果)…貨幣価値換算して便益額を算出した項目以外

　　危険ため池緊急整備事業　　北杵築地区

合　　　　　計

評価項目

合　　　　　計

費用便益
比率 (B/C)

1.71,344,000　/　772,000　＝　1.74　≒

（期間の内訳）

事業期間
H23～R4

維持管理期間
R5～R44
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再
評

価
　

（
た

め
池

）

再
評

価
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
た

め
池

整
備

事
業

）

整
備

が
必

要
な

主
た

る
理

由
現
状
の
課
題
か
ら
事
業
が
必
要
な
主
な
理
由

■
■

想
定
さ
れ
る
浸
水
被
害
に
よ
る
人
的
被
害

■
■

3
名
（
変
更
な
し
）

想
定
さ
れ
る
浸
水
被
害
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
被
害

■
■

市
道
：
中
津
屋
小
平
線
、
横
断
一
号
線
、
神
社
仏
閣
：
轟
地
蔵
な
ど
（
変
更
な
し
）

想
定
さ
れ
る
浸
水
被
害
に
よ
る
農
地
・
農
業
用
施
設
等
の
被
害

■
■

農
地
の
流
出
、
埋
没
等
　
5
6
.
3
ｈ
ａ
、
農
業
用
倉
庫
棟
２
戸
、
農
道
な
ど
（
変
更
な
し
）

老
朽
化
、
漏
水
等
に
よ
り
所
要
の
機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い

■
■

関
連

事
業

と
の

進
捗

調
整

等
当
該
事
業
を
早
急
に
実
施
し
な
け
れ
ば
、
他
事
業
の
進
捗
等
に
著
し

い
影
響
が
生
じ
る

-
-

○
整
備
効
果

保
全
人
家
戸
数
、
保
全
人
数

■
■

2
戸
、
3
名
（
変
更
な
し
）

重
要
な
公
共
的
施
設
の
有
無
と
施
設
名

■
■

市
道
：
中
津
屋
小
平
線
、
横
断
一
号
線
、
神
社
仏
閣
：
轟
地
蔵
な
ど
（
変
更
な
し
）

保
全
農
地
面
積

■
■

農
地
　
5
6
.
3
ｈ
ａ
（
変
更
な
し
）

○
費
用
対
効
果
分
析

費
用

便
益

分
析

（
B
/
C
）

等
Ｂ
/
Ｃ
１
以
上
、
も
し
く
は
貨
幣
化
が
困
難
な
効
果
を
考
慮
し
た
場

合
に
費
用
を
超
え
た
効
果
が
見
込
ま
れ
る
か

■
■

関
係

法
令

・
技

術
基

準
等

と
の

適
合

関
係
法
令
、
技
術
上
の
基
準
等
に
適
合
し
、
地
勢
条
件
等
を
勘
案
し

て
妥
当
な
工
法
を
採
用
し
て
い
る
か

■
■

土
地
改
良
事
業
設
計
指
針
「
た
め
池
整
備
」
に
基
づ
き
、
適
合
し
た
工
法
を
採
用
し
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

複
数

案
の

検
討

事
業
の
効
果
と
経
済
性
に
お
い
て
複
数
案
の
検
討
が
さ
れ
て
い
る

■
■

地
元
要
望
を
踏
ま
え
、
地
域
の
条
件
に
応
じ
た
工
法
等
を
検
討
し
、
経
済
的
な
工
法
と
し
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

コ
ス

ト
縮

減
に

向
け

た
具

体
的

施
策

コ
ス
ト
縮
減
に
向
け
た
工
種
・
工
法
の
導
入

■
■

工
法
の
比
較
検
討
を
行
い
、
経
済
的
な
工
法
を
採
用
し
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

地
域

材
、

建
設

副
産

物
の

有
効

利
用

地
域
材
の
有
効
利
用
、
地
域
内
発
生
の
建
設
副
産
物
の
使
用

■
■

自
然

環
境

へ
の

配
慮

自
然
環
境
の
配
慮
を
し
て
い
る

■
■

工
事
用
道
路
の
防
塵
対
策
、
低
騒
音
型
機
械
の
採
用
、
作
業
時
間
帯
の
制
限
（
変
更
な
し
）

周
辺

の
住

環
境

へ
の

配
慮

周
辺
の
住
環
境
へ
の
配
慮
を
し
て
い
る

■
■

低
騒
音
型
機
械
の
採
用
し
て
い
る
（
変
更
な
し
）

景
観

へ
の

配
慮

周
辺
の
景
観
へ
の
配
慮

■
■

盛
土
部
は
張
芝
工
を
行
う
な
ど
配
慮
し
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

残
土

処
理

の
状

況
残
土
処
理
土
量
の
低
減
対
策
と
処
理
地
で
の
環
境
配
慮
を
行
う

■
■

文
化

財
の

保
護

文
化
財
等
の
調
査
及
び
保
護
を
行
う

■
■

地
元

要
望

、
協

力
体

制
地
元
の
協
力
体
制
、
要
望
等

■
■

市
町

村
の

協
力

体
制

市
町
村
の
協
力
体
制
、
支
援
体
制

■
■

地
元
説
明
や
用
地
取
得
に
関
し
て
、
市
も
一
体
と
な
っ
て
説
明
・
交
渉
等
を
行
っ
て
い
る
。
　
（
変
更
な
し
）

用
地

取
得

の
難

易
度

地
域
地
権
者
等
の
同
意
又
は
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る

■
■

法
令

等
に

基
づ

く
調

整
事

項
法
令
等
に
基
づ
く
調
整
事
項

■
■

河
川
協
議
、
道
路
協
議
が
必
要
で
あ
り
、
事
前
協
議
済
み
で
あ
る
。
（
変
更
な
し
）

農
山
漁
村
地
域
整
備
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
事
業
で
あ
る

■
■

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

地
域
防
災
計
画
等
関
連
す
る
計
画
へ
の
位
置
付
け
が
あ
る

■
■

杵
築
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

事
業
実
施
に
係
る
根
拠
法
令
（
条
項
）

■
■

土
地
改
良
法
第
2
条
第
2
項
の
1
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
（
変
更
な
し
）

事
業
の
採
択
要
件
を
満
た
す

■
■

地
域
た
め
池
総
合

整
備

計
画

を
構

成
す

る
全

体
基

本
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

，
か

つ
，

整
備

事
業

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

事
業

。
　

（
変

更
な

し
）

他
事

業
と

の
連

携
他
事
業
の
実
施
状
況
、
連
携
に
よ
る
効
果
、
進
捗
状
況
等

-
-

○
事
業
の
特
殊
性

施
工

時
期

、
期

間
の

制
限

工
事
の
時
期
や
期
間
に
制
限
が
あ
る
（
観
光
地
等
）

■
■

地
元
と
休
耕
す
る
協
議
を
行
い
通
年
施
工
で
の
実
施
を
検
討
し
、
工
期
は
２
年
６
ヶ
月
を
見
込
ん
で
い
る
。
　

技
術

的
難

易
度

地
形
、
地
質
、
水
利
状
況
等
か
ら
み
て
、
当
該
事
業
の
施
行
が
技
術

的
に
可
能
で
あ
る
こ
と

■
■

標
準
的
な
溜
池
整
備
工
事
で
あ
り
技
術
的
に
施
工
は
可
能
で
あ
る
。
（
変
更
な
し
）

＊
評
価
項
目

（
小
項
目
の
細
別
）
は

対
象

事
業

の
内

容
に

よ
り

記
述

が
異

な
る

場
合
が
あ
る
。

＊
「
該
当
及

び
適
否
」
の
欄
で
該
当

し
て

適
で

あ
れ

ば
「

○
」

、
該

当
す

る
が

不
適
で
あ
れ
ば
「
×
」
、
該
当
し
な
け
れ
ば
「
－
」
を
記
入
す
る
。

＊
「
該
当
及

び
適
否
」
の
欄
の
「
必

須
」

の
欄

が
「

○
」

で
な

け
れ

ば
採

択
は

不
可
と
す
る
。

※
太

枠
着

色
部

は
、

修
正

不
可

（
様

式
統

一
項

目
）

Ｂ
／
Ｃ
＝
今
回
　
1
.
7
（
＞
1
.
0
）

残
土
は
、
近
隣
の
他
事
業
と
調
整
を
図
る
こ
と
で
運
搬
距
離
の
短
縮
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
に
努
め
る
。
（
変
更
な
し
）

文
化
財
調
査
に
つ
い
て
は
教
育
委
員
会
と
調
整
済
み
で
あ
り
問
題
な
い
　
（
変
更
な
し
）

地
元
か
ら
の
要
望
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
事
業
実
施
の
理
解
も
得
ら
れ
て
い
る

地
元
、
受
益
者
負
担
の
１
０
０
％
同
意
が
と
れ
て
い
る
。
（
変
更
な
し
）

事
業

実
施
環
境

○
事
業
の
実
効
性

○
事
業
の
成
立
性

上
位

計
画

等
と

の
関

連

事
業

の
根

拠
法

令
・
採

択
要

件

事
業
の

必
要
性

○
必
要
性
・
緊
急
性

緊
急

を
要

す
る

現
状

の
課

題

事
業

実
施

に
よ

り
得

ら
れ

る
効

果

事
業
手
法

・
工
法
の

妥
当
性

○
工
法
の
妥
当
性

○
コ
ス
ト
縮
減

○
環
境
等
へ
の
配
慮

大
 
項
 
目

中
　
　
項
　
　
目

小
項

目
小
項
目
の
細
別

前
回

今
回

状
況
（
前
回
評
価
か
ら
の
変
化
点
及
び
現
状
）

前
法
勾
配
１
:
1
.
8
（
安
定
勾
配
１
：
3
.
0
）
、
後
法
勾
配
１
：
1
.
8
（
安
定
勾
配
１
：
2
.
5
）
、

洪
水
吐
B
7
.
4
×
H
2
.
5
（
B
9
.
0
×
H
2
.
2
）
、
漏
水
量
７
８
Ｌ
/
m
i
n
/
1
0
0
m
（
判
定
値
６
０
Ｌ
/
m
i
n
/
1
0
0
m
）
　
（
変
更
な
し
）

　
隣
接
工
事
へ
の
流
用
に
つ
い
て
は
,
施
工
時
に
可
能
な
限
り
調
整
す
る
予
定
で
あ
る
。

 
 
処
理
地
で
の
対
策
：
植
生
、
側
溝
や
暗
渠
の
整
備
に
よ
る
土
砂
流
出
対
策
の
実
施
　
　
 
　
（
変
更
な
し
）

想
定
さ
れ
る
浸
水
被
害
に
対
し
て
、
2
戸
、
農
地
5
6
.
3
h
a
、
農
業
施
設
等
を
保
全
し
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
（
変
更
な
し
）
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